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明
日
の
新
し
き
岡
民
経
掛
組
織
に
闘
す
る
企
輩
と
そ
は
.
方
今
識
者
の
胸
中
に
描
か
れ
る
と
と
ろ
の
、
諸
ょ
の
重
大
な
る
企
筆
中
の
一

小
寅
商
身
分
園
陸
確
立
の
要
請
に
愛
す
る
小
夏
商
許
可
制

濁
逸
小
寅
商
政
策
の
基
底
と
し
て
の
小
賀
商
身
分
園
鶴
確
立
政
策

職
業
身
分
圏
鐙
の
規
制
御

四

明
日
の
図
民
経
済
組
織

草

小
一
質
商
の
維
持
政
策
・
保
護
政
策
の
前
提
と
し
て
の
小
葉
商
許
可
制

...... ，、
計
萱
経
済
的
統
制
強
化
の
要
請
に
愛
す
る
小
貰
商
許
可
制

消
費
者
保
護
の
要
請
に
設
す
る
小
貰
商
許
可
制

七J・1、
経
替
合
理
化
(
過
剰
排
除
)
の
要
請
に
愛
す
る
小
貰
商
許
可
制

o 九

消
極
論
に
封
す
る
若
干
の
考
察

結
認

小
葉
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)
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つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
現
在
我
が
閣
が
、
未
曾
有
の
大
事
援
に
遭
遇
し
、
東
亜
新
秩
序
の
建
設
、
興
亜
計
聾
経
挫
の
途
行
に
遇
進

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
黙
か
ら
見
て
も
嘗
然
至
極
の
こ
と
で
あ
る
。
が
然
し
、
斯
か
る
事
情
が
恨
り
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
資

本
主
義
的
・
自
由
競
争
的
・
非
組
織
的
な
る
経
棒
組
織
、
経
梼
括
動
の
極
ま
る
と
と
ろ
、
漸
く
北
ハ
虚
に
そ
の
矛
盾
・
摩
擦
・
快
陥
の
大
な

る
も
の
を
生
じ
、
そ
の
克
服
・
除
去
・
楠
正
の
試
み
が
魚
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ね
と
と
に
な
る
、
と
と
が
考
(
ら
れ
る

Q

乃
)
り
、
或
は
統
制

経
掛
主
義
の
採
用
と
な
り
、
或
は
同
局
経
済
再
組
織
の
企
蓋
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
今
や
我
が
闘
の
岡
民
経
掛
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と

に
不
拘
、
鋭
き
再
検
討
の
下
に
置
か
れ
、
新
し
き
組
織
へ
と
駆
り
た
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ナ
ペ
ザ
」
は
岡
運
の
隆
昌
と
、
人
々
の
厚
生
を
京

む
る
員
制
な
る
努
力
の
殻
露
の
み
。
最
近
頓
み
に
括
濯
に
検
討
さ
る
る
に
至
。
た
小
買
商
の
許
可
制
も
、
貨
は
斯
う
し
た
努
力
の
殻
露
の

一
つ
と
し
セ
見
る
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
否
、
斯
う
し
た
見
方
に
於
い
て
と
そ
、
小
賀
商
許
可
制
の
導
入
要
請
が
、
民
に
正
し
を
理

論
づ
け
の
一
つ
を
蛮
見
ず
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
夙
に
小
買
商
許
可
制
の
要
請
を
、
新
ら
し
き
岡
民
経
擁
組
織
樹
立
の
翻
酷
よ
り

(
も
)
試
み
て
尉
る
一
人
で
あ
る
。
即
ち
、
新
ら
し
き
闘
民
経
静
組
織
の
前
提
と
な
る
べ
き
給
付
閤
控

(
F己
注

Em判明帯
E
1
5岳
民
け
)
と

し
て
の
職
業
身
分
圏
控
(
翻
駐
頃
)
、
之
を
小
責
商
に
就
い
て
言
ヘ
ぽ
小
費
商
職
業
身
分
間
盟
、

ず
な
は
ち
掛
か
る
小
賀
商
身
分
間
控
確
立
の

た
め
に
(
も
〉
、
小
責
商
許
可
制
の
導
入
を
要
請
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

抑
も
、
警
へ
ぽ
強
い
風
に
吹
き
弄
ぼ
れ
て
、
常
住
な
ら
ぬ
波
紋
を
描
い
て
ゐ
る
水
の
面
の
様
な
、
あ
の
落
着
き
の
無
い
小
買
商
の
現
情

を
、
或
る
意
因
さ
れ
た
る
環
境
の
下
に
置
き
、
何
ん
と
か
改
善
し
、

一
つ
の
ガ
ヅ
チ
リ
し
た
小
買
商
枇
合
同
腔
乃
至
小
買
商
職
業
固
に
ま
で

形
成
し
、
共
の
有
て
る
枇
合
的
乃
至
経
揖
的
機
能
を
十
分
に
護
揮
せ
し
め
、
其
の
全
館
枇
命
同
乃
至
綜
令
岡
民
経
掛
へ
の
給
付
能
力
色
、
市
山
l

m
C自
宮
内
笹
山
事
長
〉
を
高
坊
せ
し
め
る
様
に
し
た
い
と
い
ふ
私
の
希
願
は
、
果
し
て
方
向
を
訣
り
た
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
乃
至
は
呆
し



て
行
き
過
ぎ
の
誹
り
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
か
。

人
が
小
寅
商
の
枇
舎
を
以
て
過
剰
人
口
の
吸
収
居
で
る
る
と
考
へ
る
場
合
の
過
剰
人
口
と
は
、
知
識
・
経
験
・
能
力
、
更
に
資
力
等
の

比
較
的
乏
し
き
と
と
ろ
の
、
他
の
産
業
部
門
よ
り
担
否
せ
ら
れ
た
る
と
こ
ろ
の
人
々
を
聯
想
ぜ
し
め
る
と
と
が
少
な
く
な
い
。
固
よ
り
、

小
賓
商
の
業
種
の
如
何
に
も
よ
る
と
と
勿
論
ゼ
あ
る
が
、
物
資
の
小
責
商
的
配
給
機
能
は
、
斯
か
る
無
知
・
不
熟
練
・
無
能
力
・
無
資
力

の
人
々
に
工
り
遺
憾
無
く
成
就
し
得
ら
れ
る
程
、
然
か
く
簡
単
に
し
て
粗
雑
な
る
存
在
で
あ
る
で
あ
ら
う
か

Q

一
闘
の
生
産
機
構
と
唇
歯

輔
車
の
間
柄
に
あ
る
配
給
機
構
に
於
い
て
、
共
の
一
大
重
要
段
階
を
形
成
せ
る
小
貢
商
部
門
、
乃
至
は
一
般
消
費
大
衆
に
直
接
重
大
な
る

影
響
を
及
ぼ
す
小
賢
商
部
門
の
活
動
を
、
斯
か
る
人
々
に
委
せ
て
安
紳
し
切
れ
る
震
政
者
が
、
皐
4
A
が
果
し
て
在
る
で
あ
ら
う
か
。
掛
か

る
人
々
の
失
敗
は
必
然
で
あ
る
。
僅
か
な
る
一
五
入
資
金
を
喰
ひ
っ
ぶ
じ
、
赤
字
経
営
を
つ
づ
け
、
問
屋
よ
り
の
借
を
ふ
み
倒
し
、
消
費
者

ヘ
迷
惑
を
掛
け
て
屈
を
閉
づ
る
の
が
、
斯
か
る
人
々
の
辿
る
コ

i
ス
で
あ
る
。
彼
等
の
中
に
は
、
失
敗
し
て
初
め
て
、
と
ん
な
事
な
ら
寧

ろ
僅
か
な
る
元
入
し
得
た
資
金
を
、
初
め
か
ら
そ
の
佳
細
く
長
く
喰
ひ
延
ば
し
た
方
が
ま
し
で
あ
っ
た
、

と
、
嘆
く
者
さ
へ
少
な
く
な
い

と
と
守
あ
ら
う
。
若
し
人
あ
り
て
、
彼
の
小
賀
商
括
動
の
重
要
性
を
忘
れ
、
此
の
失
敗
の
見
透
し
に
限
を
蔽
ひ
、
小
買
商
の
枇
舎
左
目
し

て
、
世
の
落
伍
者
の
収
容
所
な
り
と
な
し
、
乃
至
は
モ
ヅ
ト
端
的
に
、
吐
舎
の
ハ
キ
ダ
メ
な
り
と
す
る
者
が
あ
り
と
す
れ
ぽ
、
私
は
共
の

人
に
封
し
、
小
責
商
配
給
機
能
へ
の
深
き
認
識
と
、
失
政
・
営
業
譲
渡
・
閉
庄
等
の
相
弐
ぐ
小
賀
商
支
際
界
ヘ
の
深
き
省
察
と
を
、
あ
ら

た
め
て
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

小
賀
商
を
し
て
異
に
斯
の
重
大
な
る
小
費
配
給
機
能
を
途
行
せ
し
め
、
最
も
有
殻
に
綜
合
園
民
経
掛
に
寄
興
せ
し
む
る
方
法
の
一
つ
は
、

小
責
商
の
組
織
ル
仰
を
試
み
、
綜
合
同
民
経
棒
枇
舎
の
一
構
成
睦
と
し
セ
の
小
買
商
身
分
圏
躍
を
確
立
し
、
其
の
構
成
員
の
質
的
向
上
を
圃

小
貰
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

二
九
五
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六

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
鰹
経
掛
枇
舎
へ
の
給
付
能
力
を
増
加
そ
し
め
る
と
と
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
全
面
的
に
小

買
商
の
組
織
北
を
試
み
、
個
人
と
し
て
機
能
を
護
揮
せ
し
め
る
よ
り
、
小
賓
商
身
分
圏
睦
の
構
成
員
と
し
て
、
北
ハ
の
優
秀
な
る
機
能
を
沓

揮
せ
し
め
、
園
睦
の
形
を
先
に
し
て
、
有
殺
に
全
睦
経
爵
枇
舎
に
寄
興
せ
し
む
る
と
と
ろ
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
揚
合
、
国
よ
り
個

人
の
創
意
括
動
を
担
否
ず
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
職
業
身
分
圏
鰹
構
成
長
の
そ
れ
と
し
て
要
請
せ
ん
と
ず
る
の
で
あ
る
。
市
し
七
、

斯
く
の
如
き
組
織
化
、
斯
く
の
如
き
職
業
身
分
圏
睦
の
確
立
の
た
め
、
立
ハ
の
前
提
と
し
て
是
非
と
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
、
小

質
商
の
許
可
制
マ
あ
り
、
小
質
商
の
職
業
身
分
圏
踏
を
其
の
使
命
に
相
憶
は
し
き
構
成
員
を
以
て
構
成
し
、
此
の
業
級
に
他
よ
り
無
縁
の

人
士
の
流
れ
込
み
来
る
を
防
ぎ
止
め
、
小
責
商
の
能
力
・
人
格
を
一
定
水
準
以
上
に
保
持
せ
ん
が
た
め
、
最
非
と
も
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
が
、
小
買
商
の
許
可
制
で
あ
る
の
寸
あ
る
。

一一

既
に
私
が
所
在
紹
介
の
筆
な
執
り
来
り
た
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
行
論
の
必
要
上
、
更
に
詳
し
く
言
へ
ば
、
そ
れ
が
私
の
思
想
的
背
景

を
成
ナ
も
の
で
あ
り
、
且
つ
叉
私
の
他
の
箇
所
の
説
明
白
不
足
を
柏
ふ
も
の
で
あ
る
が
た
め
、
と
と
に
暫
ら
く
、
小
賀
商
身
分
圏
臨
確
立

政
策
に
闘
し
、

ナ
チ
ス
の
採
れ
る
政
策
を
紹
介
す
る
と
と
を
許
さ
れ
た
い
。

ア
ド

Y
プ

ヒ
ァ
ト
ラ

l
(
k
r
L
C
尽

}
H
5
2
)
に
よ
り
て
代
表
さ
る
る
同
氏
枇
合
主
義
猫
逸
労
働
者
黛
(
同
)
r
Z
H
g
Zロ丘団
C
H
r
L
富山田市官

同}日戸同窓口
y
o
k
r手
品
目
酔

0
4
R酔

品
目

H
M
⑦ロ
kr
可
)
は
、
強
ね
て
よ
り
共
の
綱
領
第
十
六
僚
に
於
い
て
、

ω健
全
な
る
中
産
階
級
の
創
設
と
保
持
、

ω百
貨
庖
の
即
時
公
有
化
、
及
び
小
営
業
者
に
封
ず
る
共
の
低
廉
な
る
貸
興
、

mw
官
鹿
購
買
品
に
於
け
る
小
営
業
者
の
優
先
納
入
植
、
等



を
要
請
し
、
中
産
小
費
商
へ
の
深
き
関
心
を
示
し
て
居
た

Q

一
九
二
二
二
年
一
月
三
十
日
夜
の
あ
の
記
念
す
べ
き
ヒ
y

ト
ラ

l
内
閣
成
立
に

'
弐
ぎ
聞
も
担
…
く
、
同
内
閣
は
五
月
十
二
日
附
立
法
を
以
て
、
小
買
商
保
護
法

(
C
g
a
N
N
Z
E
①
岳
己
N巾

L
g
出

S
B
F
S
L
O
H由
〉
及
び
小

賀
商
保
護
法
施
行
令
(
〈
2
2
Lロロロ
m
N
5
ロ己ロ
r
E
r
g
w
m
L
g
C司君酔
N
g
N戸

E
m
r
r
E
N
O
L
g
出
町
田
忠

F
E
r
-と
な
る
も
の
を
制
定

し
、
ナ
チ
ス
黛
の
珠
ね
て
の
公
約
を
或
る
程
度
ま
で
履
行
し
、
調
逸
小
買
商
政
策
の
動
向
を
示
す
と
と
ろ
が
あ
っ
た
。
其
の
後
、
保
護
法

の
方
は
数
弐
の
改
正
を
経
今
日
に
至
。
て
居
り
、
施
行
令
の
方
は
一
一
一
一
一
一
年
十
一
月
二
十
八
日
第
二
次
、
三
四
年
七
月
二
十
三
日
第
三
弐
の

施
行
令
公
布
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
居
る
。
保
護
法
と
施
行
令
と
を
令
ぜ
て
窺
は
る
る
立
法
の
目
標
は
、
的
小
貫
商
の
経
掛
的
窮
迫
危

難
の
防
衛
、
問
中
産
階
級
存
積
の
保
障
、
同
小
賀
商
身
分
闇
躍
の
確
立

2
3
k
rえ
g
z
L市
盟

国

gNOPEL-dggHHrm)(法
叩
臓
は
鳩
均
一
議
官
)

の
三
つ
に
あ
り
、
此
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
採
ら
れ
た
る
手
段
は
、

(

a

)

大
規
模
小
質
商
へ
の
制
庫
、

(

b

)

小
費
商
の
過
剰
防
止
、

〈
e
)
小
買
商
の
質
的
向
上
(
蜘
M
M
柑
一
話
怖
い
貼
)
の
三
つ
で
あ
っ
た
。

前
掲
二
つ
の
法
令
の
最
初
の
公
布
官
時
、
小
買
商
は
経
営
困
難
に
加
ふ
る
に
、
大
規
模
小
寅
商
工
り
来
る
脅
威
危
難
に
甚
だ
し
く
脅
や

か
さ
れ
て
居
た
。
彼
等
が
形
成
し
て
尉
る
中
産
階
級
は
免
め
に
共
の
存
績
も
魔
来
な
く
見
え
た
。
乃
ち
、

五
月
十
二
日
附
法
令
の
公
布
と

な
り
、
大
規
模
小
買
商
へ
の
制
鹿
、
小
責
商
過
剰
の
防
止
が
試
み
ら
る
る
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
か
も
共
の
小
頁
商
保
護
法
の
前

書
き
に
も
明
ら
か
な
る
如
く
、
該
法
は
初
め
は
買
に
過
渡
的
準
則
〈

d
r
a
g
m百
円
ロ
皇
国
司
持
乙
)
・
と
し
て
公
布
を
昆
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て

例
へ
ば
小
賀
商
版
質
所
の
設
立
禁
止
に
し
て
も
が
、
そ
れ
が
初
め
は
或
る
期
間
を
限
つ
て
の
禁
止
で
あ
っ
た

Q

然
る
に
、
そ
れ
が
共
の
後

数
度
の
改
正
の
後
、

コ
一
四
年
十
二
月
十
三
日
の
改
正
に
於
い
て
、
格
に
、
無
期
限
の
禁
止
、
永
久
的
禁
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
此
の
間
の
壁
逼
、
此
の
間
の
動
向
を
非
常
に
重
崩
ず
る
。
そ
し
て
私
は
此
の
裡
よ
り
、

一
は
ナ
チ
ス
の
小
責
商
統
制
策
が
永
久
的
政

小
賀
商
許
可
制
の
要
請
に
関
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

二
九
七



東
京
商
科
大
察
研
究
年
報

尚
早
研
究

第
五
銃

一一九八

策
と
し
て
確
認
さ
れ
た
る
と
と
、

一
は
ナ
チ
ス
の
小
賀
商
身
分
間
位
確
立
政
策
が
之
に
よ
り
確
認
さ
れ
具
鰹
北
さ
れ
た
る
と
と
を

J

詞
み
取

る
べ
き
万
あ
る
と
考
へ
る
の
守
あ
る
。

之
当
よ
り
先
、
己
に
業
に
、
同
年
七
月
二
十
四
日
附
第
三
女
小
費
商
保
護
法
施
行
令
は
、
従
来
小
費
商
の
許
可
規
準
た
り
し
必
需
性
主
義

を
排
し
、
之
に
代
ふ
る
に
能
力
人
格
主
義
を
以
て
し
、
小
買
商
許
可
規
準
の
控
改
左
試
み
、
小
買
商
身
分
間
睦
の
確
立
を
企
闘
す
る
と
と

に
な
っ
て
居
た
の
で
る
る

Q

と
と
に
必
需
性
(
国
え
骨

F
U〉
と
は
、
許
可
出
願
者
の
経
営
経
静
的
必
要
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、

然
ら

-
守
し
て
、
公
衆
、

一
般
消
費
者
の
岡
氏
経
済
的
乃
至
消
費
経
梼
的
必
要
左
指
ナ
。
即
ち
、
そ
れ
左
決
定
す
る
標
準
は
一
に
公
共
利
害
闘
係

ハ
O
崎
町

B庄
内
ro
出
品
目
富
市
町
。
〉
に
置
か
れ
る
。
叉
、
能
力
(
H
W

品
笹
山
吉
ロ
も
・
人
格
(
H
V
2
8
己山内

T
N
5
!日
宮
田
出
目
的
]
州
市
山
岳
と
は
、
許
可
出
願

者
の
専
門
的
知
識
(
密
口
rrgHL叩
)
乃
至
彼
に
於
け
る
令
秩
序
的
経
営
を
確
保
す
べ
き
人
格
性
を
指
す
。
よ
っ
て
詳
一
一
目
す
れ
ば
、
初
め
の

様
に
、
現
在
の
小
買
商
の
経
滅
的
的
窮
迫
危
難
の
防
街
、
中
産
階
級
の
保
持
を
目
標
と
し
、
現
員
保
護
を
主
眼
と
し
た
聞
は
、
大
規
模
小
買

商
の
制
庫
、
過
剰
防
止
の
手
段
も
尚
よ
ろ
し
く
、
従
づ
て
必
需
性
主
義
の
採
用
も
首
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
漸
弐
小
賀
商
政
策
の
確
立

と
共
に
、
小
買
商
保
護
法
の
根
本
精
神
が
、
小
貫
商
身
分
圏
躍
の
確
立
登
展
の
方
に
向
け
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
来
る
と
、
必
需
性
必
ら
歩

し
も
必
要
な
ら
歩
、
寧
ろ
職
業
身
分
圏
躍
の
確
立
蛮
展
の
た
め
に
は
、
質
的
向
上
を
狙
っ
た
能
力
人
格
主
義
を
採
用
す
る
と
と
が
必
須
と

な
っ
て
来
、
第
三
弐
小
買
商
保
護
法
施
行
令
に
於
い
て
す
で
に
此
の
主
義
を
第
一
義
的
に
採
用
し
、
之
に
よ
っ
て
、
新
ら
し
く
根
本
的
に

方
向
づ
け
ら
れ
た
る
職
業
身
分
間
躍
確
立
に
向
ふ
こ
と
に
な
づ
て
居
た
の
で
あ
る

Q

小
買
商
保
護
法
施
行
令
は
、
既
に
第
二
次
改
正
の
際
、
能
力
主
義
へ
の
特
換
を
示
し
て
倍
た
が
、
第
三
次
改
正
と
共
に
、
絡
に
第
一
義

的
に
能
力
人
格
主
義
左
採
用
し
て

ιま
づ
た
。
即
ち
、
小
賢
雨
の
許
可
供
興
を
官
該
出
願
者
の
能
力
詮
明
及
び
人
格
的
信
頼
に
係
は
ら
し



む
る
こ
と
と
し
、
能
力
人
格
主
義
を
採
用
ナ
る
と
と
と
な
っ
た
。
斯
く
て
、
素
人
・
無
経
験
者
を
排
し
、
能
力
・
技
術
あ
り
、
人
格
の
兵

は
れ
る
商
人

ρ
み
を
、
小
買
商
身
分
圏
睦
の
構
成
員
と
し
、
以
て
其
の
質
的
向
上
を
計
ら
ん
と
ナ
る
と
と
ろ
、
而
か
も
能
力
・
人
格
を
具

備
せ
る
者
に
は
、
出
来
る
だ
け
自
由
に
其
の
道
を
聞
き
、
商
業
子
弟
の
前
金
を
光
明
あ
ら
し
め
、
粂
ね
て
叉
ナ
チ
ス
の
給
付
原
則
φ
確
認

を
免
さ
ん
と
す
る
と
と
ろ
に
、
濁
逸
小
賢
両
政
策
の
方
向
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ね
の
で
あ
る
。

繰
返
し
て
言
ふ
が
、
斯
う
し
た
動
向
の
中
に
、
小
買
商
保
護
法
及
び
施
行
令
が
、
其
の
制
定
営
時
、
専
ら
小
買
商
の
針
症
的
恐
慌
防
衛

と
、
共
の
間
の
小
買
商
の
存
積
保
障
を
目
標
と
し
た
る
と
と
ろ
、
格
に
猫
逸
小
買
商
の
職
業
身
分
間
臨
確
立
左
目
標
と
す
る
に
至
り
、
格

に
過
渡
的
準
則
よ
り
、
永
久
的
根
本
法
に
形
成
さ
る
る
に
至
れ
る
と
と
そ
看
取
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
言
へ
ば
、
小
買

商
身
分
間
附
胞
の
確
立
政
策
の
採
用
に
よ
っ
て
、
格
に
、
斯
の
立
法
が
永
久
牲
を
帯
ぱ
し
め
ら
る
る
に
至
れ
る
と
と
を
看
取
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
此
の
間
の
動
向
と
そ
、
初
め
て
小
責
商
許
可
制
の
立
法
を
試
み
ん
と
す
る
者
の
、
十
分
考
慮
に
入
る
べ
き

事
柄
引
」
は
あ
る
ま
い
か
。
上
来
私
の
試
み
た
る
紹
介
の
意
義
は
買
に
と
と
に
あ
り
、
私
は
買
に
と
と
に
、
小
賀
商
許
可
制
立
法
が
、
小
買

商
身
分
間
鵠
確
立
政
策
よ
り
要
請
さ
る
べ
き
一
例
を
見
出
し
、
と
と
に
世
の
識
者
の
注
目
を
求
め
ん
と
す
る
弐
第
で
あ
る
。

向
、
必
需
性
主
義
よ
り
能
力
人
格
主
義
ヘ
の
斯
の
動
向
が
、

ナ
チ
ス
の
理
想
、

ナ
チ
ス
の
小
買
商
身
分
間
睦
確
立
政
策
の
採
用
よ
り
結

果
ず
る
富
然
の
師
結
ゼ
あ
る
と
考
ヘ
る
と
と
に
於
い
て
、
私
は
毒
も
懐
疑
的
で
あ
る
わ
け
守
は
な
い
が
、
而
か
も
探
っ
て
考
ふ
る
に
、
必

需
性
主
義
と
い
ふ
も
の
が
、
抑
も
、
貨
際
問
題
と
し
て
果
し
て
よ
く
摩
擦
な
く
疑
義
な
く
賀
行
を
見
る
や
否
ゃ
に
つ
い
て
は
、
理
想
と
か

政
策
と
か
い
ふ
こ
と
か
ら
離
れ
、
技
術
上
の
問
題
と
し
て
、
大
い
に
疑
ひ
無
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

必
需
牲
と
は
、
前
述
の
如
く
、
公
衆
の
立
場
よ
り
見
て
、
問
題
と
な
る
小
買
商
販
買
所
に
消
費
者
的
需
要
性
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題

小
貰
商
許
可
制
の
要
請
に
翻
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

一
一
九
九
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勺
あ
一
り
、
多
過
ぎ
る
か
少
な
過
ぎ
る
か
の
所
謂
過
剰
の
問
題
で
あ
る
。
国
よ
り
業
種
に
も
よ
る
と
と
勿
論
で
あ
る
が
、
今
日
の
如
く
交
通

の
護
達
し
、
顧
客
範
囲
乃
至
顧
客
圏
の
判
定
の
困
難
な
る
時
代
に
あ
り
で
は
.
一
貫
際
問
題
と
し
て
、
或
る
問
題
と
な
る
小
賀
商
販
一
究
所
が

多
い
か
山
少
な
い
か
、
之
に
必
需
性
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
は
、
中
々
判
る
も
の
で
は
な
い
。
濁
遁
小
買
商
保
護
法
施
行
令
第
一
一
ア
弐
の
も

の
が
、
必
需
性
の
問
題
を
第
二
義
的
に
取
扱
ひ
、
能
力
・
人
格
の
詮
明
せ
ら
れ
る
限
り
は
よ
ろ
し
い
。
過
剰
に
な
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
但

し
或
る
非
常
な
る
過
剰
〈
宮
署
持
凸
支
伊
己
t
f
dず
2
想
定

gm〉
を
来
す
場
合
だ
け
ば
い
け
な
い
、
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
之
を
貰
施
技
術

的
に
見
て
も
賢
明
で
あ
る
。
蓋
し
非
常
な
る
過
剰
な
る
限
り
に
於
い
て
、

十
目
の
見
る
と
と
ろ
ほ
ぽ
訣
り
無
き
健
全
な
る
常
識
的
判
断

が
許
さ
れ
得
る
か
ら
判
」
あ
る
。
克
も
、

ナ
チ
ス
は
大
規
模
小
一
実
商
に
つ
い
て
は
、
今
後
絶
封
に
許
可
を
興
へ
ぬ
方
針
ゼ
あ
り
、
ま
た
共
の

故
に
、
過
剰
の
支

Z
之
に
閥
ナ
る
だ
け
は
普
通
の
過
剰
と
し
て
を
司
、
営
局
者
が
た
だ
過
剰
と
判
断
し
さ
ヘ
ナ
れ
ぽ
(
設
設
駄
目
時
唱
。
)

許
可
な
り
難
き
を
規
定
し
て
居
る
。
此
の
場
合
の
(
普
通
の
〉
過
剰
と
い
ふ
の
は
蓋
し
許
さ
ざ
ら
ん
が
矯
め
の
僚
件
で
あ
り
、
前
段
の
非

常
な
る
過
剰
と
は
蓋
し
許
苫
ん
が
矯
め
の
僚
件
で
あ
る
。
此
の
賄
、
粛
し
く
許
可
制
を
要
請
す
る
者
の
中
、
主
と
し
て
小
賀
商
過
剰
防
止

の
立
場
よ
り
、
之
を
要
請
せ
ん
と
す
る
者
、
即
ち
所
謂
数
制
限
論
者
(
摘
噂
誠
一
理
由
に
)
へ
の
一
つ
の
示
唆
た
る
べ
き
を
信
ゃ
る
の
で
あ
る
。

「
年
報
商
曲
型
肝
究
門
4
〉
所
載
拙
稿
「
濁
泡
に
於
け
る
小
賀
商
統
制
政
策
8
J

/
動
向
」
、
及
び
内
池
博
士
と
の
共
著
「
小
貨
商
許
可
制
の
研
究
」
参
照
。
」

一-・・-

身
分
間
髄

(
m
gロ
ゐ
)
と
い
ふ
の
は
元
来
複
数
の
概
念
で
あ
り
、
正
確
に
言
へ
ば
身
分
諸
圏
睦
(
聖
ぎ
含
)

で
あ
り
、

一
つ
の
岡
民
共

同
枇
舎

(
J
1
0
p
m
m
叩
吉
弘

g岳
民
け
〉
は
い
く
つ
か
の
身
分
闇
睦
を
其
の
構
成
部
分
と
し
て
ゐ
る
と
の
考
へ
の
も
の
せ
あ
る
。
小
賀
商
の
職
業



身
分
圏
躍
が
る
れ
ば
、
卸
買
商
の
そ
れ
が
あ
り
、
掛
か
る
商
業
者
の
職
業
身
分
国
睦
が
あ
れ
ば
、
他
方
に
手
工
業
者
の
そ
れ
、
農
業
者
の

そ
れ
、
等
々
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
項
に
於
け
る
私
の
小
費
商
身
分
間
控
形
成
に
闘
す
る
希
闘
は
、
従
っ
て
、
た
だ
小
責
商
の
も
の

だ
け
が
出
来
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
他
の
業
紐
に
於
い
て
も
、
北
ハ
の
確
立
が
同
じ
く
希
脱
さ
れ
る
。
た
だ
小
賀
商
の
場
合
に
は

現
買
が
飴
り
に
此
の
希
眼
目
標
よ
り
遠
ぎ
か
つ
て
ゐ
る
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
之
を
強
調
す
る
必
要
を
認
め
る
の
で
あ
る
@
ま
た
私
が
珊
さ

か
な
り
と
も
此
の
方
面
の
研
究
に
従
事
し
て
ゐ
る
闘
係
か
ら
、
他
の
業
級
に
於
け
る
希
願
は
他
の
専
門
家
に
委
せ
る
と
し
て
も
、
此
の
方

商
の
希
願
は
、
私
と
し
て
、
切
買
に
魚
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
ギ
ョ
ッ
ベ

Y

ズ
(
同
)
?
の
S
ず
ヴ
乙
る
が
一
九
つ
一
四
年
の

ラ
イ
ヒ
文
化
合
議
所
(
同
戸
市
山
岳
国
吉
田
-
Z
F
P
5
5
2
)
の
集
舎
に
於
い
て
震
せ
る
立
一
一
首
、
「
文
化
職
業
(
同
己
吉
村
ず
2
民
品
〉
は
ラ
イ
ヒ
の
矯
め

に
組
織
さ
れ
た
る
最
初
の
身
分
間
腔
で
あ
る
。
此
の
試
み
は
必
ら
や
や
成
功
ず
べ
く
、
そ
の
成
功
の
暁
き
に
は
、
濁
趨
民
族
爾
飴
の
部
分

の
身
分
間
控
的
構
成
は
、

た
だ
短
時
日
の
問
題
と
な
り
了
る
で
あ
ら
う
よ

を
想
起
す
る
に
つ
け
て
も
、
私
は
此
の
場
合
の
文
北
職
業
の

言
葉
に
置
き
代
へ
て
、
小
貫
商
業
な
る
文
字
を
挿
入
し
、
之
左
そ
の
ま
ま
私
等
の
立
言
と
設
し
度
き
衝
動
に
さ
へ
駈
ら
れ
る
の
で
あ
る

Q

西
駄
に
て
は
、
紀
元
前
後
よ
り
八
l
九
世
紀
頃
ま
で
、
貴
族
、
自
由
民
、
非
自
由
民
等
の
身
分
圏
睦
が
あ
り
、
其
の
中
聞
に
は
牛
自
由

足
〈
被
解
放
者
)
等
の
そ
れ
も
介
在
し
た

Q

中
世
以
後
は
、
貴
族
・
倍
侶
、
下
級
貴
族
・
騎
士
、
市
民
等
の
身
分
園
陸
が
あ
っ
た
。
身
分

園
陸
を
特
構
階
級
と
考
へ
る
と
と
は
、
安
営
で
あ
る
と
と
も
あ
れ
ば
.
安
営
で
な
い
と
と
も
あ
る
。

一
つ
の
身
分
閤
睦
に
属
し
た
る
場
令
、

其
の
闇
躍
の
種
類
に
よ
り
、
或
る
特
権
を
享
受
し
得
る
と
と
も
あ
る
し
、
得
な
い
と
と
も
あ
る
と
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
近
世
同
家
の
成

立
は
、

一
一
臨
之
を
解
鰹
し
た
か
に
見
え
た
が
、
し
か
し
概
ね
そ
れ
は
、
た
だ
其
の
有
て
る
硬
直
せ
る
排
他
性
を
排
し
た
る
に
了
り
、
根
本

的
に
之
を
解
睦
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

小
市
民
商
許
可
制
の
要
請
に
関
す
る
基
本
的
理
論

〔
深
見
)

O 
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と
こ
ろ
で
、
今
と
と
に
私
が
問
題
と
し
て
居
る
、
新
ら
し
き
意
味
の
身
分
園
題
、
所
謂
二
十
世
紀
の
職
業
身
分
圏
躍
と
は
、
抑
も
如
何

な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
。
先
づ
之
れ
を
古
き
概
念
に
於
け
る
身
分
固
鰭
と
の
封
比
に
於
い
て
見
る
に
、
古
へ
の
身
分
園
睦
は
、
所
謂

同
州
呂
志
の
性
質
を
帯
べ
る
も
の
勺
あ
っ
て
、
相
積
的
身
分
間
館
、
故
籍
身
分
圏
躍
で
る
っ
た
。
他
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
所
謂
出
生
身

分
闘
睦

(
C
Oゲ
ロ
ユ

mmgロ
仏
乙
で
あ
っ
た
。
之
に
封
し
、
新
ら
し
く
提
唱
さ
る
る
職
業
身
分
圏
位
と
は
、

一
つ
の
闘
民
世
舎
に
於
い
て
、
同

種
職
分
を
捨
営
し
つ
つ
あ
る
者
ど
も
の
構
成
せ
る
職
業
居
乃
至
業
種
圏
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
文
字
通
り
の
職
業
身
分
間
睦

(ロ
S
Z町

田
国

S
Eる
で
あ
る
。
其
の
圏
睦
の
特
性
は
従
っ
て
、
該
圏
躍
が
闘
民
駐
舎
内
に
て
、
如
何
な
る
地
位
、
如
何
な
る
資
格
、
就
中
如

何
な
る
職
分
を
以
て
、
全
睦
に
奉
仕
す
る
か
に
よ
っ
て
、
決
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
更
に
、
古
へ
の
身
分
圏
控
は
概
ね
上
下
的
階
級
日
肢
を

想
は
し
め
た
が
、
今
日
の
職
業
身
分
園
睦
は
、
此
の
清
算
を
試
み
、
同
位
的
・
蛙
立
的
業
種
目
腔
左
観
念
す
る
も
の
で
あ
る
。
各
業
種
に
於

け
る
個
別
の
経
営
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
共
の
職
業
居
乃
至
業
種
閣
の
中
に
包
容
せ
ら
れ
、
業
国
又
は
業
級
の
形
に
て
身
分
園
躍
を
構
成
し
、

之
等
の
各
職
業
的
身
分
圏
躍
が
多
数
、
同
位
的
・
蚊
立
的
に
、
而
か
も
有
機
睦
的
に
結
合
し
、
そ
と
に
一
個
の
岡
民
会
館
枇
舎
を
形
成
す

る
こ
と
を
考
へ
る
の
で
あ
る
。

今
と
と
に
、
新
ら
し
き
職
業
身
分
圏
睦
(
切
日
正
ヨ
窓
口
含
)

を
敬
語
を
以
て
定
義
づ
け
る
と
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
敢
へ
て
仮

り
に
之
乞
試
み
る
な
ら
ば
、
職
業
身
分
園
健
と
は
、

一
つ
の
岡
民
全
睦
吐
舎
の
存
在
を
前
提
と
し
、
共
の
中
に
在
り
て
、
其
の
岡
民
全
控

社
舎
の
存
積
護
展
の
詩
め
、
捧
ぐ
べ
き
給
付
乃
至
奉
仕
の
種
類
を
同
じ
く
ず
る
者
が
、
共
の
給
付
職
分
乃
至
奉
仕
職
分
に
綜
り
形
成
す
る
、

給
付
的
・
奉
仕
的
・
職
分
的
圏
睦
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
出
来
よ
う
か
。
即
ち
、
職
業
身
分
園
躍
は
先
づ
一
つ
の
国
民
全
臨
吐
命
H

(

巴
g

C
E
N
O
L
a
〈
c-
宮
mo自
己
忠
司
H
H
P
P
〉
を
前
提
と
す
る
。
詳
一
一
目
す
れ
ば
、
金
腔
(
匂
患
の
E
N
O
)
乃
至
岡
民
的
生
括
全
控
(
〈
o-E田市宮



F
Oず
05mgNr白
山
け
〉
を
前
提
と
し
、
北
ハ
の
中
に
在
り
て
、
立
ハ
の
決
定
す
る
と
と
ろ
に
従
ひ
、
之
が
構
成
部
分
と
し
て
、

之
と
有
機
躍
的
不

離
の
闘
係
に
於
い
て
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
岡
民
生
括
会
躍
を
前
提
と
し
て
存
在
す
る
が
故
に
、
職
業
身
分
闘
躍
を
一
種
の
生
話
国

フ
イ
ヒ
テ
〈
円
。
・
宮
市
げ
ぢ
)
に
よ
る
「
全
控

(
伊
出
ず
吉
田
町
丘
町
布
)
と
見
る
と
と
も
可
能
で
あ
る
。
金
惜
の
決
定
に
侠
つ
鞘
・
に
就
い
て
は
、

よ
り
決
定
さ
る
る
身
分
園
睦

:
:
:
2
5岳
ふ
患
の
き
忠
臣

s
f
E
B
B守口
E
B
A
P
-
-
:
:
)
」

な
る
立
一
百
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

岡
民
全
館
壮
合
と
之
が
梼
成
部
分
た
る
諸
職
業
身
分
園
陸
と
は
、
有
機
控
的
不
離
の
閥
係
に
あ
る
。
諸
職
業
身
分
園
陸
の
単
な
る
集
積
乃

至
締
和
が
閤
民
全
臆
枇
舎
を
構
成
す
る
の
で
な
く
、
困
民
全
睦
枇
舎
の
有
機
陸
的
構
成
部
分
と
し
て
諸
職
業
身
分
閤
躍
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
此
の
関
係
は
、
岡
民
会
館
枇
命
日
と
、
そ
れ
を
構
成
せ
る
大
別
の
、
綜
合
職
業
身
分
国
鰭
(
の
巾

g
B
g
g
E
O〉
た
る
文
武
官
公
吏
身

分
闘
盟
、
{
一
部
数
家
・
科
皐
者
・
謹
術
家
・
瞥
師
等
の
文
化
活
動
者
身
分
固
躍
、
経
蹄
活
動
者
身
分
園
曜
、
法
律
家
・
教
育
者
等
の
敦
化
者

身
分
圏
館
、
等
と
の
関
係
に
於
い
て
も
、
ま
た
之
等
綜
合
職
業
身
分
園
陸
と
、
共
の
下
の
小
別
の
、
部
門
職
業
身
分
閤
睦
ハ
時
。
口
三
宮
骨
)

と
の
闘
係
に
於
い
て
も
、
更
に
ま
た
、
之
等
部
門
職
業
身
分
閤
躍
と
其
の
下
の
各
個
人
構
成
員
と
の
闘
係
に
於
い
て
も
、
す
べ
て
同
様
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
等
は
此
の
闘
係
を
職
業
身
分
間
館
的
構
成
〈
霊
山
口
己
田
市
r
o
cロ
え
2
5お
)
と
謂
ふ
。

更
に
、
職
業
身
分
圏
盟
は
、
た
だ
そ
れ
を
包
容
せ
る
園
民
全
陸
一
位
舎
の
存
続
強
展
に
給
付
し
、
奉
仕
ナ
る
と
と
に
よ
り
て
の
み
、
共
の

存
在
理
由
左
有
ヲ
も
の
で
あ
る
。
ア
ド
リ
ア
ン
(
巴
円
・
吋
宮
包
2
K
E江
田
と
は
日
ふ
。
「
会
睦
の
た
め
、
岡
氏
繁
栄
の
た
め
奉
仕
し
て
と

そ

商
業
身
分
圏
鰹
は
存
在
理
由
を
有
つ
、
」
と
。
同
民
会
櫨
吐
舎
へ
の
奉
仕
左
最
高
目
標
と
す
る
が
故
に
、

自
由
主
義
的
観
念
に
費
す

る
利
益
圏
睦
市
」
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
全
館
へ
の
給
付
を
生
命
と
す
る
が
故
に
、
斯
か
る
職
業
身
分
固
鰹
は
自
ら
給
付
閤
鰭
(
H
L
白山田
Z
H
w
m
出l

市山巾
B
∞
-5岳
民
け
〉
た
る
の
性
質
を
具
ふ
る
と
と
に
な
る
。
ナ
チ
ス
皐
者
が
、
職
業
身
分
間
躍
確
立
政
策
を
以
て
、

γ
ン
フ
ト
的
方
向
を
指

小
賀
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(

深

日

品

)

O 
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凶

一
不
ず
る
も
の
に
あ
ら
や
、

ナ
チ
ス
の
給
付
原
則
の
要
請
の
一
一
掛
現
で
あ
る
と
揺
し
て
居
る
所
以
勺
あ
る
。
と
こ
に
謂
ふ
給
付
原
則
(
伊
品
目
l

出
合
臣
官
官
E
N
J
U
と
は
、
各
個
人
乃
至
各
職
業
身
分
間
躍
が
、
岡
民
金
時
枇
舎
の
構
成
員
と
し
℃
、
共
の
全
臨
の
存
積
護
展
、
厚
生
幅
一
肱

の
た
め
に
、
自
己
給
付
能
力
の
最
大
鷲
揚
を
要
請
せ
ら
る
る
を
い
ふ
。

向
ま
た
、
共
の
職
分
は
民
義
の
職
業
に
よ
り
決
定
さ
る
る
が
故
に
、
斯
か
る
職
業
身
分
圏
曜
は
文
字
通
り
職
業
園
控
(
回
目

Z
P唱
B
巳
HHl

出
巾
宮
内
酔
)
た
る
の
性
質
左
具
有
す
る
。
職
業

(HW2Z内
)
は
、
此
の
相
場
合
、
職
分
領
域
・
使
命
(
招
命
)
領
域
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
、

極
め
て
重
要
な
る
意
義
を
有
ナ
る
。
新
ら
し
き
職
業
身
分
園
睦
を
職
業
閤
睦
と
し
て
把
揮
す
る
と
と
の
重
要
性
は
、
之
を
今
一
度
古
へ
の

市
民
身
分
国
髄
〈
回
目
『
ぬ
2
a
H
5
3
、

中
産
身
分
国
睦
(
沼
目
立
巾
】
泣
き
ゐ
〉
、
労
働
者
身
分
圏
控
(
〉
手
白
山
ぢ

g
g
E
)
等
と
釘
比
し
て
見
司
令

と
き
自
ら
分
明
と
な
る
。
即
ち
、
古
へ
の
斯
か
る
閤
位
は
一
種
の
枇
舎
日
肢
に
過
を
や
ノ
、
北
パ
の
意
味
ナ
る
と
と
ろ
は
、
そ
の
生
活
様
式
、
収

入
・
支
出
等
の
、
世
合
居
的
特
徴
、
乃
至
粗
宋
な
る
経
静
的
特
徴
以
外
の
何
物
で
も
な
か
づ
た
。
そ
し
て
、
屡
よ
私
等
に
聯
想
せ
し
め
た

る
も
の
は
、

夫
の
悲
し
き
吐
舎
的
封
立
・
階
級
的
闘
争
で
あ
っ
た
。

労
働
者
圏
践
と
い
ふ
も
、

質
質
は
無
産
者
国
睦

(
可
円
。

H
o
g
-
2田
l

mCHHHL〉

勺
し
か
な
か
っ
た
。

今
日
の
職
業
身
分
園
臨
の
観
念
勺
い
へ
ば
、
す
べ
て
は
共
の
職
分
に
於
い
て
、
金
位
に
劃
す
る
奉
仕
者
で

あ
り
、
労
働
者
で
あ
る
べ
き
ゼ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
意
味
の
労
働
者
と
は
凡
そ
具
り
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
日
の
職
業
身
分
圏

煙
は
先
づ
全
睦
へ
の
名
春
労
働
左
想
起
せ
し
め
る
。
そ
し
て
企
業
者
も
使
用
人
も
M

労
働
者
も
ず
ぺ
だ
同
一
職
業
身
分
間
眼
中
に
包
容
せ
し

め
る
。
聯
想
せ
し
む
る
も
の
は
、
吐
曾
的
劃
立
抗
争
で
な
く
て
、

3
r
c司

z
r
〈巴・

E
・
2
4
0
E
4
F
4
B
E
E
Pロ
缶
百
『
E
J

f

同
W

の
耳
目
=
ヲ
ロ
F
A
U
F
-
E
Eロ
J
R
1

。
加
。
-
-
」

金
曜
に
封
ず
る
有
機
躍
的
共
同
的
奉
仕
匂
あ
る
。

如
上
の
解
轄
に
基
く
職
業
身
分
闇
腰
、
之
左
小
賀
商
に
闘
し
て
言
へ
ば
小
資
尚
身
分
岡
踏
と
そ
、
正
に
私
が
そ
の
確
立
を
麹
望
じ
提
唱



ず
る
と
と
る
の
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
小
賀
商
許
可
制
の
要
請
は
、
此
の
小
賀
商
身
分
固
臨
確
立
政
策
確
認
の
上
に
、
立
ハ
の
最
も

世
間
な
る
理
論
的
根
擦
の
一

ο
を
鷲
見
ず
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

小
賀
商
の
許
可
制
を
前
提
と
し
、
前
項
解
轄
の
如
き
小
買
商
身
分
固
躍
を
確
立
し
た
る
上
、
然
ら
ば
、
我
が
岡
の
新
ら
し
き
岡
民
経
掛

組
織
を
、
如
何
な
る
行
き
方
に
て
、
再
編
成
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
之
に
闘
す
る
一
臨
の
見
透
し
を
つ
げ
や
し
て
、
小
買
商
の
許
可
制
を

要
請
し
、
小
賓
商
身
分
闇
附
胞
の
確
立
左
提
唱
す
る
と
き
は
、
恐
ら
く
霊
龍
晴
を
鞘
ぜ
ざ
る
の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
乃
ち
、
本
項

の
目
的
は
、
小
費
商
許
可
制
に
費
し
、
小
安
商
身
分
闇
位
乞
通
じ
、
明
日
の
我
が
困
問
民
経
由
新
組
織
を
如
何
に
す
べ
き
か
の
、

一
臆
の

試
案
を
開
陳
す
る
に
あ
る
。

抑
も
、
現
へ
7

我
が
岡
に
於
い
て
私
等
は
、
小
買
商
閤
控
の
現
存
組
織
と
し
て
、
同
業
組
合
・
商
業
組
合
の
二
つ
の
も
の
を
有
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
が
、
之
等
は
上
来
理
解
し
来
り
た
る
小
賀
商
身
分
闇
臨
組
織
と
じ
て
、
果
し
て
遁
首
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
之
に
就
い
て
の

議
論
は
、
現
在
其
の
認
識
の
深
さ
は
別
と
し
て
、
相
官
話
穫
に
行
は
れ
つ
つ
あ
る
。
先
づ
同
業
組
合
に
闘
し
て
は
、
小
賀
商
身
分
闇
躍
と

し
て
、
そ
の
性
質
上
相
官
の
適
格
性
を
有
っ
と
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

一
面
現
在
の
如
き
法
律
規
定
の
み
に
て
は
、
未
だ
不
満

足
な
る
も
の
ゼ
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
ふ
意
見
が
行
は
れ
て
居
る
。
ま
た
協
同
組
合
的
共
同
事
業
を
捨
首
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
に
其
の
快
陥

が
見
出
さ
れ
る
と
の
指
摘
も
君
さ
れ
て
居
る
。
弐
に
商
業
組
合
に
閲
し
て
は
、
現
在
飴
り
に
協
同
組
合
的
に
な
っ
て
居
て
、
職
業
身
分
囲

躍
的
性
格
に
快
く
る
も
の
が
あ
る
と
の
評
が
奥
へ
ら
れ
て
居
る
。
今
之
等
の
議
論
の
詳
細
な
る
紹
介
に
入
る
と
と
は
私
の
本
稿
の
目
的
よ

小
賀
商
許
可
制
の
要
諦
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

O 
五
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り
飴
り
に
枝
葉
に
入
る
鎌
び
が
あ
る
か
ら
之
を
措
く
が
、
若
し
之
等
の
批
判
指
摘
が
或
る
程
度
ま
で
承
服
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
同
業
組
合
も
商
業
組
合
も
共
に
現
献
を
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
と
な
る
。
之
に
闘
し
大
野
信
三
教
授
の
如
き
は
、
雨
表
並
ハ
に

同
時
的
に
進
歩
的
に
、
解
消
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
を
堅
持
し
て
居
ら
る
る
。

私
は
、
工
っ
て
、
小
賀
商
許
可
制
を
前
提
と
し
て
組
織
さ
る
る
と
と
ろ
の
小
買
商
身
分
間
暗
に
つ
き
、
と
と
で
は
之
を
同
業
組
合
の
名

を
以
て
呼
ぶ
と
と
を
遊
く
る
と
共
に
、
ま
た
商
業
組
合
の
名
を
以
て
呼
ぶ
と
と
も
遊
く
る
と
と
と
し
た
い
。
乃
ち
、
私
は
此
の
組
織
悼
を

と
と
で
は
小
買
配
給
者
間
睦
の
恨
栴
を
以
て
呼
ぶ
と
と
と
す
る
。
此
の
恨
稿
小
買
配
給
者
間
睦
は
、
私
の
見
る
と
と
ろ
結
局
、
地
域
的
の

も
の
と
業
種
的
の
も
の
と
の
二
本
建
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ね
。
と
と
に
二
本
建
と
い
ふ
は
、
選
揮
的
な
る
意
味
で
な
く
、
常
に
重
複
的
な
る

ぺ
砕
け
」
意
味
で
あ
る
。
二
本
建
の
中
の
地
域
的
の
も
の
と
は
、
取
扱
商
品
を
同
巳
く
し
或
は
具
に
ナ
る
と
と
ろ
の
小
買
商
が
、

一
一
間
に
於
い

て
、
地
域
に
縁
っ
て
組
織
す
る
闇
睦
で
あ
り
、
業
種
的
の
も
の
と
は
、
地
域
を
同
じ
く
し
或
は
具
に
ず
る
と
こ
ろ
の
小
買
商
が
、
他
国
に

於
い
て
、
同
業
に
縁
。
て
組
織
す
る
閏
躍
で
あ
る
。
私
は
此
の
場
合
に
於
け
る
前
者
の
地
域
的
な
る
圏
樫
を
、
夫
々
所
在
地
名
を
冠
し
て

何
地
小
買
商
合
議
所
と
恨
稿
し
、
後
者
の
業
種
的
な
る
園
踏
を
、
夫
々
取
扱
商
品
名
を
冠
し
て
何
品
小
買
配
給
者
組
合
と
俄
稿
す
る
と
と

と
す
る
。
即
ち
、
各
小
賀
商
は
此
の
二
本
建
の
雨
者
に
、
地
域
的
及
び
業
種
的
に
、
重
複
し
て
、
強
制
的
に
必
ら
や
蒋
属
ず
べ
き
と
と
が

要
請
さ
れ
る
。
市
か
も
、
各
業
種
圏
踏
の
内
部
に
て
は
、
誼
首
に
協
同
事
業
組
織
を
認
め
る
と
と
と
し
、
合
員
を
甲
種
合
員
及
び
乙
種
舎

員
の
二
種
と
し
、
甲
種
合
員
は
業
種
閏
員
た
る
と
共
に
、
協
同
事
業
園
員
た
る
も
の
と
し
、
乙
種
合
員
は
皐
に
業
種
闘
員
た
る
も
の
と
す

る
行
き
方
を
採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
信
や
る
。
向
ほ
粂
業
の
場
合
は
、
何
れ
か
一
一
植
左
主
業
と
定
め
、
作
品
ハ
の
主
業
の
業
種
圏
躍
に
は
必

ら
や
属
す
る
と
と
と
し
、
他
の
粂
業
業
種
圏
睦
に
封
し
で
は
随
意
参
加
し
、
同
じ
く
甲
種
合
員
・
乙
種
合
員
と
な
り
て
活
動
す
る
と
と
と



し
て
行
け
ぽ
司
よ
ろ
し
い
も
の
と
考
へ
る

斯
く
し
て
二
筋
道
と
な
り
た
る
何
所
小
買
商
合
議
所
と
何
品
小
貫
配
給
者
組
合
と
は
、
例
へ
ぽ
府
廓
市
枕
ゐ
の
遁
首
の
大
い
さ
の
所
に

て
一
度
之
を
合
流
さ
せ
る
。
此
の
合
流
機
関
は
其
の
大
い
さ
の
地
名
を
冠
し
て
、
之
を
何
府
脇
市
経
槽
公
合
と
恨
稀
ナ
る
。

斯
く
の
如
く
地
域
的
な
る
何
所
小
買
商
合
議
所
及
び
業
種
的
な
る
何
品
小
貫
配
給
者
組
令
は
、
府
脇
市
位
ゐ
の
大
い
さ
に
於
い
て
一
度

A
n
流
ナ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
更
に
地
域
的
・
業
種
的
に
夫
々
の
道
を
進
み
、
全
図
的
の
大
い
さ
の
聯
合
闇
睦
に
ま
で
至

る
。
北
ハ
鹿
で
前
者
は
全
岡
小
買
商
合
議
所
乃
至
中
央
小
買
商
合
議
所
と
な
り
、
後
者
は
金
問
何
口
問
小
買
配
給
者
組
合
(
聯
合
命
日
〉
と
な
る
。

斯
く
し
て
二
筋
道
に
で
金
岡
的
の
大
い
さ
に
ま
で
至
り
た
ら
ぽ
、
今
度
は
更
に
共
の
大
い
さ
に
於
い
て
之
た
令
流
さ
せ
る
。
此
の
会
閥
的

合
流
綜
令
機
関
は
之
を
帝
岡
粧
持
公
舎
と
伎
稗
ナ
る
。

既
に
鋭
敏
な
る
諒
者
の
気
付
か
れ
た
る
と
と
ろ
の
如
く
、
此
の
帝
関
経
漕
公
舎
の
考
へ
方
は
、
猫
逸
に
於
け
る
ラ
イ
ヒ
経
掛
合
議
所

(
出
品
山
岳
室
町
宮
島
出
h
g
r
M
H
5
5
2〉
の
行
き
方
を
参
照
せ
る
も
の
で
あ
る
。
経
済
合
議
所
の
名
稿
は
.
地
域
的
・
業
種
的
二
本
建
の
中
の
、

一
方
の
地
域
的
の
方
の
み
を
想
は
し
む
る
嫌
び
無
き
に
し
も
あ
ら
や
で
あ
る
か
ら
、
別
の
名
稿
を
用
ひ
度
く
、
と
と
に
て
は
帝
同
経
持
公

舎
の
俣
稿
を
用
ひ
居
る
次
第
で
あ
る
。
尤
も
、
地
域
的
閤
睦
に
経
掛
合
議
所
の
呼
稿
そ
用
ひ
ざ
る
に
於
い
て
は
、
此
の
配
意
の
必
妥
は
白

ら
解
泊
ナ
る
わ
け
で
あ
る
。
尚
段
、
私
の
所
詔
帝
岡
経
一
情
公
舎
は
、
其
の
構
成
部
分
と
し
て
飽
く
ま
で
職
業
身
分
閤
時
左
要
請
し
確
認
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
ま
た
帝
同
職
業
圏
院
な
ど
と
命
名
し
て
も
差
支
へ
無
き
わ
け
ゼ
あ
る
。
更
に
勿
論
、
此
の
帝
国
経
擁
公
舎
乃

至
帝
同
職
業
圏
院
の
中
に
於
い
て
は
、
単
に
小
買
商
関
係
の
全
同
小
貫
商
合
議
所
と
、
商
品
分
類
の
教
だ
け
其
の
敢
の
あ
る
金
岡
何
品
小

費
配
給
者
組
合
(
聯
合
舎
〉
が
合
流
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
卸
責
商
関
係
の
そ
れ
も
A
口
流
ず
る
。
ま
た
商
業
者
の
そ
れ
に
封
じ
て
、
手
工

小
賀
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

O 
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業
者
・
工
業
者
等
の
全
図
的
聯
合
圏
躍
の
参
加
も
あ
一
る
。
斯
く
し
て
綜
令
さ
る
る
全
経
揖
括
動
者
身
分
間
睦
が
、
或
る
一
つ
の
分
類
方
法

に
於
い
て
、
部
門
職
業
身
分
圏
躍
(

J

門
。
口
ま
昆
品
〉
に
劃
し
て
、
綜
合
職
業
身
分
圏
睦
〈

C
2
2
H
E
E
L
O
)
と
稿
さ
れ
得
る
と
と
は
、
玩

に
前
項
に
於
い
て
縄
れ
た
る
と
と
ろ
の
如
く
で
あ
る
。
叉
、
か
う
し
た
綜
合
職
業
身
分
間
臨
た
る
経
掛
括
勤
者
身
分
圏
附
肢
が
、
他
の
文
武

官
公
吏
身
分
圏
盟
、
文
佑
括
勤
者
身
分
圏
盟
、
敦
化
者
身
分
圏
睦
等
と
共
に
、
同
民
会
睦
杜
舎
を
構
成
す
る
大
別
の
、
綜
合
職
業
身
分
園

睦
左
成
ず
も
の
で
あ
る
と
と
も
、
同
じ
き
箇
所
に
て
楠
れ
た
る
と
と
ろ
の
如
く
勺
あ
る
。

下
、
職
業
身
分
間
陸
の
地
域
的
・
業
種
的
組
織
に
初
ま
り
、
上
、
帝
閉
経
憤
公
命
日
乃
至
帝
同
職
業
国
院
に
綜
令
さ
る
る
と
と
ろ
の
此
の

組
織
と
そ
、
識
者
の
検
討
を
要
請
し
得
ぺ
き
、
明
日
の
岡
民
経
棒
組
織
の
一
つ
の
型
で
は
あ
る
ま
い
か
。
斯
う
し
た
明
日
の
岡
民
経
擁
再

組
織
の
前
提
と
し
て
見
る
と
き
、
小
賀
商
の
許
可
制
が
更
に
重
大
な
る
意
義
を
以
て
私
等
の
限
前
に
浮
び
上
っ
て
来
る
の
を
完
ゆ
る
の
ゼ

あ
る
。

五

小
買
商
身
分
間
臨
確
立
の
提
唱
は
、
同
氏
全
睦
駐
舎
が
其
の
構
成
部
分
と
し
て
小
頁
商
身
分
圏
躍
を
認
定
し
、
共
の
存
在
を
要
請
す
る

と
と
を
前
提
と
し
、
同
閤
位
を
保
持
改
葬
す
る
と
と
を
政
恕
す
る
u

小
買
商
身
分
圏
位
の
認
定
は
小
買
商
そ
の
も
の
の
認
定
を
前
提
と
す
る
。
と
と
に
い
ふ
認
定
と
は
理
想
の
問
題
で
あ
り
、
事
買
の
問
題

で
は
な
い
。
抑
も
.
小
買
商
を
定
義
づ
け
る
根
本
的
な
る
要
素
は
、
其
の
買
先
の
相
手
方
が
最
柊
泊
費
者
乃
至
究
極
泊
費
者
(
弓
E
B
Pぢ

2
5
5ち
と
な
る
と
と
、
汀
パ
の
取
扱
ふ
商
品
が
最
格
泊
費
財

(
C
c
c
安
内
C吋

P
E
n
E
2
5
1
Z
F
2
m
C
C
L
E
同

2
S
E
E
-
2
5
3
却



ち
(
)
。
ロ
2
5
3
mゅ

m
c
cら
と
な
る
と
と
、
之
で
あ
る
か
ら
、

一
つ
の
同
局
経
掛
組
織
内
の
小
頁
商
の
地
位
は
、
小
責
商
と
は
配
給
括
動
の

最
格
段
階
を
捨
営
す
る
も
の
な
り
、
と
の
解
稗
に
於
い
て
理
解
す
る
と
と
が
出
来
る
。
掛
か
る
地
位
の
小
買
商
の
事
責
と
し
て
の
存
在

は
、
生
産
と
配
給
と
泊
費
と
の
分
業
存
在
、
従
っ
て
生
産
者
と
配
給
者
と
泊
費
者
と
の
分
離
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
の

知
、
遠
き
将
来
は
い
ざ
知
ら
や
、
長
き
過
去
、
現
在
、
近
き
将
来
に
於
い
て
は
、
此
の
前
提
は
、
事
寅
に
よ
っ
て
詮
明
さ
れ
て
ゐ
る
も
の

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
其
の
問
、
生
産
・
配
給
・
泊
費
領
域
の
合
成
運
動
.
生
産
者
・
配
給
者
・
泊
費
者
の
一
盟
運
動
化
が
無
い
と

は
言
へ
な
い
が
、
之
等
の
も
の
が
た
と
へ
有
る
と
し
て
も
、
大
局
に
影
響
す
る
と
と
は
少
い
も
の
で
あ
る
と
見
る
の
が
受
信
で
あ
ら
う
。

乃
も
、
配
給
活
動
・
配
給
捨
官
者
の
猫
立
存
在
と
い
ふ
と
と
が
事
買
に
よ
っ
て
詮
明
さ
れ
る
と
な
る
と
、
共
の
最
終
鑓
を
成
ナ
小
買
括
勤
・

小
買
配
給
捨
首
者
の
存
在
も
自
ら
一
詮
明
さ
れ
る
。
従
ハ

J

て
、
小
買
商
の
事
買
と
し
て
の
存
在
が
認
識
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
但
し
、
此
虚

迄
で
は
よ
ろ
し
い
が
、
私
等
は
此
虚
迄
で
来
た
と
き
、
此
の
小
賢
商
の
一
挙
貨
と
し
て
の
存
在
認
識
と
い
ふ
こ
と
と
、

パ
ラ
グ
ラ
フ
回
円
頭
の

小
買
商
共
の
も
の
の
認
定
と
は
自
ら
具
る
概
念
で
あ
る
と
と
に
気
付
か
ね
ぽ
な
ら
ね
。
即
ち
、
斯
く
一
事
宜
上
存
在
す
る
と
と
ろ
の
小
賀
商

日
仏
就
き
、
共
の
存
在
を
理
想
と
し
て
果
し
て
認
定
ナ
べ
き
や
の
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

小
賢
商
認
定
の
問
題
は
、
理
想
の
問
題
万
あ
り
、
世
界
観
の
問
題
で
あ
る
。
此
の
射
、

ナ
チ
ス
の
世
界
翻
は
明
瞭
で
あ
り
、
同
民
全
睦

世
舎
の
繁
栄
幅
祉
の
潟
め
、
中
産
小
賀
商
の
存
積
維
持
は
不
可
棋
な
り
と
断
定
し
て
居
る
。
我
が
岡
に
於
い
て
も
之
に
闘
し
判
然
た
る
断

案
が
欲
し
い
(
脚
峨
崎
臨
時
一
語
…
…
叫
比
一
九
切
)
詰
)
。
同
策
的
理
想
断
案
無
く
し
て
、

た
だ
時
々
の
同
家
の
小
賀
商
政
策
友
行
を
首
り
パ

γ
タ
リ
に
批

判
す
る
と
と
は
、
方
角
を
排
別
せ
や
し
て
徒
ら
に
附
舶
の
針
路
を
云
々
ナ
る
が
如
し
。
此
の
期
、
配
給
捨
賞
者
た
る
小
賀
商
の
重
大
粧
掛

的
特
質
、
中
堅
枇
合
貯
構
成
者
た
る
小
責
商
の
枇
合
的
特
質
、
堅
笠
思
想
の
保
持
者
た
る
小
買
商
の
政
治
的
特
質
、
等
々
に
鑑
み
、
其
の

小
資
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

O 
jL 
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存
在
を
望
ま
し
き
も
の
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
も
の
と
認
定
し
、
其
の
保
持
そ
理
想
と
し
て
断
定
す
る
と
と
は
、
蓋
し
受
賞
な
る
考
ヘ
方
で
は

あ
る
ま
い
か
。
斯
う
し
て
、
小
賀
商
の
認
定
を
見
て
初
め
て
、
小
質
商
身
分
間
鰭
確
立
の
希
願
が
生
れ
、
北
ハ
の
賀
現
の
矯
め
の
小
賀
商
許

可
制
の
要
請
が
起
り
、
又
其
の
貰
現
を
ま
っ
て
明
日
の
闘
民
経
静
再
組
織
の
企
壷
が
渇
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

向
、
小
賀
商
の
存
積
が
開
策
と
し
て
決
定
を
見
る
と
き
は
、
自
然
小
賓
商
の
保
護
の
問
題
が
起
っ
て
来
る
。
巷
間
既
に
久
し
く
、
小
寅

商
保
護
の
聾
が
営
業
者
自
身
の
口
よ
り
叫
ぼ
れ
る
の
を
聞
く
が
、
保
護
が
政
策
と
し
て
採
用
さ
る
る
以
上
、
共
の
保
護
は
開
策
と
し
て
の

保
護
で
あ
る
べ
き
と
と
言
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。
叫
ぶ
の
は
官
業
者
で
も
、
感
者
で
も
、
政
治
家
で
も
官
僚
で
も
差
支
へ
な
い
が
、
其
の

保
護
は
営
業
者
の
立
場
よ
り
の
み
見
た
る
も
の
で
な
く
、
岡
氏
金
曜
枇
舎
の
立
場
よ
り
見
た
る
も
の
に
で
、
同
氏
金
曜
枇
舎
の
繁
柴
一
耐
一
肱

の
怠
め
に
、
岡
策
上
買
に
望
ま
し
き
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
る
そ
れ
な
る
と
と
を
要
ナ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
同
策
上
の
保
護
を
一
貫
施

ず
る
に
方
つ
で
も
、
飽
く
ま
で
営
業
者
の
自
助
的
活
動
を
約
束
ぜ
し
む
べ
き
方
法
、
官
業
者
の
給
付
能
力
高
揚
を
欝
ら
さ
し
む
べ
き
方
法

を
講
じ
、
官
業
者
の
依
頼
心
・
倫
安
心
を
増
長
せ
し
む
る
と
と
に
了
ら
ざ
る
様
配
意
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
「
自
助
に
到
る
ま
?
の
救
捷
」

と
い
ふ
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
一
臨
通
る
が
刈
斯
か
る
救
梼
の
過
渡
的
・
限
定
的
な
る
べ
き
と
と
は
何
鹿
ま
で
も
忘
れ
て
は
な
ら
ね
。
同
家
一
世
舎

は
一
一
回
互
助
の
制
度
ハ
円
山
口
浮
宮

E
g
q
E許可

w
M
V
目
白
白
〉

な
る
を
以
て
、
或
る
程
度
の
救
揖
保
護
は
容
認
さ
れ
る
の
み
な
ら
夕
、
ま
た
要

請
さ
れ
る
。
然
し
そ
れ
が
寄
生
主
義
(
司
電
器
宮
町
B
る
の
形
態
を
採
る
に
至
。
て
は
沿
格
ひ
で
あ
る
。

斯
く
、

一
面
に
於
い
て
、
小
費
商
の
岡
策
的
保
護
の
決
定
・
究
施
に
封
ず
る
配
意
が
震
さ
れ
る
と
を
は
、
之
に
封
し
他
面
に
於
い
て
、

其
の
封
象
と
な
る
小
責
商
の
業
級
自
身
が
、
斯
か
る
保
護
政
策
に
値
ひ
す
る
も
の
と
し
て
の
整
備
を
要
請
さ
れ
る
と
と
は
蓋
し
営
然
で
あ

日， 
~.;J 

Q 

エ
ド
ガ

i
・
へ
ン
チ
c

ル
(
同
)
『
・
出
門
]
ぬ
母
国

g宮
島
乙
)
の
議
論
に
は
批
判
の
飴
地
も
あ
る
が
、
ま
た
傾
聴
ナ
ペ
き
も
の
を
も
蔵
し



て
居
る
。
日
く
、
「
岡
家
は
小
責
商
保
護
に
闘
し
で
は
た
だ
相
封
的
の
利
害
関
係
の
み
有
。
。
即
ち
、
其
の
利
害
関
係
は
、
小
賓
商
が
真
に

生
活
力
あ
り
、
経
蹄
上
自
力
更
生
の
詩
め
只
だ
園
家
に
よ
り
或
る
程
度
の
活
力
注
入
を
す
る
だ
け
と
い
ふ
限
り
に
於
い
て
存
在
す
る
。
.

:
・
自
立
の
魚
め
或
る
程
度
の
努
力
を
も
魚
さ
ぎ
る
と
と
ろ
の
中
産
階
級
の
存
続
を
、
他
階
級
の
費
用
も
て
楠
助
ナ
る
と
と
ろ
ま
で
は
及
ば

な
い
、
」
と
。
即
ち
、
小
責
商
業
級
の
洋
化
は
試
み
ら
れ
、
質
的
向
上
は
常
然
に
努
力
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
乃
ち
、
小
買
商
許

可
制
を
施
行
し
、
能
力
試
験
制
度
を
導
入
し
、
構
成
員
を
一
定
水
準
以
上
に
維
持
す
る
と
と
が
、
小
買
商
の
維
持
政
策
・
保
護
政
策
買
施

の
前
提
と
し
て
も
考
へ
ら
れ
る
弐
第
で
あ
る
。
然
、
り
、
私
は
と
と
に
て
は
前
提
と
言
ひ
、
手
段
と
は
言
は
な
い
。
小
買
商
の
保
持
振
興
政

策
の
閥
聯
に
於
い
て
設
か
る
る
小
賀
商
許
可
制
は
、
多
く
手
段
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
叉
そ
れ
と
し
て
議
論
が
成
り
立
つ
。

「
許
可
制
を
手
段
と
し
て
純
資
務
者
に
困
る
過
剰
を
排
J

/
除
し
、
有
資
施
者
を
保
議
す
る
。

1
第
八
項
容
回
山
0

」

た
だ
私
は
と
と
に
て
は
、
斯
か
る
保
持
振
興
政
策
は

一
躍
小
責
商
業
級
の
前
越
の
如
き
整
備
を
前

提
と
す
る
。
此
の
整
備
あ
り
て
と
そ
、
保
持
振
興
政
策
が
意
義
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
の
考
ヘ
方
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、

現
寅
の
如
き
玉
石
混
滑
の
小
賓
業
凶
作
に
劃
し
て
も
、
な
ほ
且
つ
保
持
振
興
政
策
の
手
を
延
ぶ
る
の
要
あ
り
や
、
と
の
疑
問
は
、
有
力
に
し

て
直
ち
に
之
を
一
蹴
し
℃
し
ま
ふ
と
と
が
出
来
難
い
か
ら
で
あ
る
。

..... 
J、

小
賓
商
許
可
制
の
要
請
は
、
た
だ
皐
に
小
費
商
身
分
闇
樫
確
立
の
希
願
の
み
よ
り
護
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
小
賀
商
身
分
困
控
確

立
の
希
願
と
い
ふ
一
面
理
想
的
色
彩
濃
厚
な
る
如
く
考
へ
ら
る
る
理
由
と
は
別
個
に
、
現
下
の
我
が
同
局
経
掛
運
行
の
た
め
、
換
言
す
れ

ぽ
、
東
亜
新
秩
序
建
設
・
興
亜
計
重
軽
爵
完
遂
の
た
め
と
い
ふ
極
め
て
切
貨
な
る
理
向
よ
り
も
其
の
要
請
が
護
せ
ら
れ
る
。
ず
な
は
ち
、

小
貰
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)



一
米
京
商
科
大
同
学
研
究
年
報

肉
皐
研
究

第
五
綾

刻
下
配
給
統
制
・
慣
格
統
制
の
益
よ
強
北
さ
れ
ん
と
す
る
と
き
、
人
的
・
物
的
資
源
の
円
満
支
配
分
の
益
よ
計
護
的
な
ら
ん
と
し
つ
づ
あ

る
と
き
、
此
の
関
聯
に
於
い
て
も
、
小
責
商
許
可
制
の
一
安
請
が
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
か
も
此
の
関
聯
に
於
け
る
要
請
は
買
に
現
時

現
貨
の
事
情
を
背
景
と
す
る
も
の
伝
る
が
故
に
、
私
等
は
之
に
直
面
し
、
之
が
検
援
考
慮
の
居
催
促
を
受
け
て
居
る
形
勺
あ
る
。
今
春
内

池
康
士
口
博
士
を
舎
長
と
す
る
商
工
省
小
買
業
改
善
調
主
委
員
舎
が
更
め
て
此
の
小
頁
商
許
可
制
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
北
ハ
の
審
議
左
開
始

ず
る
に
至
り
た
る
と
と
は
、
査
し
、
此
の
間
の
事
情
に
徴
し
て
、
剖
切
機
宜
の
底
置
た
る
と
と
を
信
や
る
も
の
で
る
る
。

支
那
事
援
に
閥
聯
し
、
統
制
経
酔
は
益
よ
強
化
さ
れ
て
行
く
。
物
資
は
原
料
の
初
め
土
り
既
に
計
霊
的
に
按
配
せ
ら
れ
、
軍
需
・
外
需
・

内
需
の
各
部
門
に
計
叢
的
に
流
入
せ
し
め
ら
れ
る
。
小
買
商
の
閥
聯
ナ
る
内
需
品
に
つ
き
て
は
、
今
や
生
産
・
配
給
よ
り
治
費
の
段
階
に

ま
で
わ
た
り
で
、
高
度
な
る
数
量
的
・
債
格
的
統
制
が
強
行
さ
れ
ん
と
し
づ
つ
あ
る
。
斯
か
る
際
、
岡
家
が
配
給
統
制
・
債
格
統
制
の
困

滑
な
る
運
行
を
息
ふ
と
き
、
先
づ
考
ふ
べ
き
は
趨
正
な
る
配
給
捨
官
者
の
確
立
で
あ
る
。
合
法
的
・
A
H
秩
序
的
話
動
の
信
頼
さ
る
る
配
給

捨
官
者
の
確
立
で
あ
る
。
物
資
の
配
給
に
方
り
、
配
給
切
符
制
・
公
定
債
格
制
左
遵
守
す
る
者
、
買
溜
め
・
買
惜
み
等
の
反
秩
序
的
行
為

を
話
さ
ざ
る
者
の
確
立
で
あ
る
。
此
の
確
立
左
得
て
初
め
て
、
同
家
は
配
給
統
制
・
物
債
統
制
を
之
に
行
ひ
、
其
の
指
導
と
監
督
を
詩
し

得
る
の
で
あ
る
。
又
、
此
の
確
立
を
侠
っ
て
初
め
て
、
配
給
者
の
系
統
づ
け
、
段
階
づ
け
を
試
み
、
配
給
金
機
構
の
整
備
・
統
轄
左
期
し

得
る
の
で
あ
る
。
遁
正
な
る
配
給
捨
賞
者
の
確
立
は
、
許
可
制
の
導
入
に
よ
り
て
初
め
て
賀
現
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
迫
弐
事
援
に
闘

聯
し
て
、
刻
下
の
念
務
と
し
て
、
許
可
制
の
提
唱
さ
る
る
所
以
で
あ
る
。
此
の
鮪
或
は
、
敢
へ
て
許
可
制
を
導
入
せ
や
と
も
、
既
春
乃
至

改
正
の
組
合
制
度
の
強
化
に
よ
り
、
ほ
ぽ
同
一
の
殻
果
を
皐
げ
川
町
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
と
の
疑
問
が
、

一
部
の
方
面
よ
り
提
出
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
私
の
と
と
に
言
へ
る
は
、
先
づ
斯
か
る
組
合
の
前
提
た
る
組
令
構
成
員
に
闘
す
る
要
請
で
あ
る
。
許
可
さ
れ
た
る
配



給
捨
官
者
に
よ
，
る
組
合
構
成
に
つ
き
で
は
、
既
に
第
四
項
に
於
い
て
提
唱
す
る
と
こ
ろ
が
あ
O
た

Q

私
は
斯
か
る
組
合
組
織
の
前
提
と
し

て
、
其
の
構
成
員
た
る
べ
き
者
の
許
可
制
の
導
入
を
考
ヘ
る
も
の
ゼ
あ
る
。
従
っ
て
組
合
と
許
可
制
と
は
何
等
背
反
せ
や
、
否
む
し
ろ
、

許
可
制
を
侠
う
て
組
合
の
基
礎
は
繭
よ
設
固
に
な
る
べ
き
を
信
や
る
も
の
で
あ
る
。
而
か
も
、
許
可
制
の
助
け
を
籍
ら
ざ
る
相
場
合
の
組
合

に
よ
る
組
令
員
統
制
が
、
同
業
者
間
の
貫
際
問
題
と
し
て
、
屡
よ
不
徹
底
に
陥
い
る
嫌
ひ
あ
る
事
例
の
存
ナ
る
を
聞
く
と
き
、
私
の
此
の

信
念
は
一
層
深
く
な
る
の
み
で
あ
る
。

如
上
の
理
由
に
基
く
許
可
制
の
要
請
は
、
配
給
段
階
的
に
も
、
将
又
業
種
的
・
地
域
的
に
も
、
首
然
、
統
制
の
金
領
域
に
及
ば
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
配
給
段
階
に
し
℃
も
が
、
一
五
買
・
卸
責
・
小
賓
の
全
段
階
に
わ
た
り
、
止
パ
の
許
可
制
の
要
請
が
及
ぱ
ね
ぽ
な

ら
ね
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
不
拘
、
買
際
問
題
と
し
て
、
小
買
商
部
門
の
許
可
制
の
み
が
先
づ
特
に
考
慮
さ
れ
要
請
さ
れ
る
所
以
の
も

の
は
、
此
の
経
樺
統
制
強
北
以
外
の
理
由
に
於
い
て
、
向
ほ
小
賀
商
に
闘
す
る
理
由
が
多
く
且
つ
強
く
存
在
ナ
る
こ
と
に
求
め
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
即
ち
、
前
述
せ
る
も
の
の
み
に
つ
き
之
を
見
る
も
、
小
責
商
業
粧
の
飴
り
の
不
確
立
な
る
に
基
く
そ
の
確
立
の
要
請
、
同
業
級

の
維
持
・
保
護
の
要
請
、
等
が
強
く
存
在
す
る
。
其
の
他
、
泊
費
者
の
保
護
の
立
場
よ
り
も
、
之
に
直
接
す
る
小
責
商
の
許
可
制
が
要
請

さ
れ
る
。
か
う
し
た
諸
理
由
の
綜
令
的
観
察
に
於
い
て
、
今
と
と
に
許
可
制
な
る
も
の
を
順
を
以
て
導
入
ナ
る
と
せ
ば
、
先
づ
小
買
商
の

分
野
に
於
い
て
之
が
要
請
さ
る
る
と
と
と
な
る
弐
第
で
あ
る
。

故
に
向
ほ
、
小
費
商
の
中
に
つ
き
て
も
、
職
業
身
分
圏
煙
確
立
の
要
請
な
ど
の
比
較
的
弱
き
部
分
、
例
へ
ば
行
商
・
露
庖
商
等
に
つ
き

て
は
、
経
掛
統
制
の
上
よ
り
の
み
見
れ
ば
、
同
列
の
要
請
の
下
に
置
か
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
許
可
制
導
入
の
貰
際
問
題
と
し
て
は
、
順

を
後
廻
し
に
さ
る
る
理
由
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
只
然
し
、

ア
メ
リ
カ
に
て
は
一
八
九
四
|
九
年
、

一
九

O
八
l
一一一年、

一
九
二
一

小
賀
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)



米
京
商
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大
串
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商
皐
研
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第
五
披

凶

i
五
年
の
一
ニ
回
に
わ
た
る
不
品
時
に
於
い
て
、
行
商
界
に
業
者
の
非
常
な
る
氾
濫
を
見
、
話
め
に
惹
ひ
て
定
住
小
買
商
が
大
脅
威
を
受
け

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
斯
く
の
如
く
、
行
商
の
営
業
が
定
住
小
買
商
の
営
業
を
脅
や
か
す
如
き
事
態
の
童
生
し
、
乃
至
は
既
に
存
在
せ
る
と

ぎ
に
は
、
行
商
の
許
可
制
も
亦
別
の
翻
賠
よ
り
要
望
さ
れ
る
ゼ
あ
ら
う
。
現
に
東
京
市
に
於
け
る
織
物
類
行
商
、
生
鮮
食
料
品
類
行
商
等

は
、
白
に
相
官
深
刻
な
る
業
界
の
問
題
と
な
ヲ
て
居
る
。
斯
か
る
も
の
に
釘
ナ
る
立
詰
的
技
術
と
し
て
は
、
許
可
制
法
規
の
草
案
に
方
た

-P、
行
商
の
分
だ
け
は
、
北
ハ
の
行
震
の
行
は
る
る
府
豚
の
長
官
に
柏
崎
め
許
可
制
導
入
構
を
認
め
て
置
く
と
い
ふ
事
に
し
た
ら
ま
か
ら
う
と

思
は
る
る
。
露
庖
商
に
つ
い
て
は
、
配
給
上
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
傘
重
の
上
よ
り
、
寧
ろ
之
を
文
字
通
り
禁
止
す
べ
し
と
説
く
開
学
者
さ
ヘ

あ
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
に
は
、
許
可
制
よ
り
除
外
し
、
之
を
一
種
の
自
由
領
域
と
し
て
放
置
し
て
沿
い
て
も
差
支
へ
な
か
ら
う
と
い
ふ

意
見
が
行
は
れ
て
居
る
様
ゼ
あ
る
。
向
、
科
が
行
商
・
露
庖
商
を
一
腹
許
可
制
の
外
に
置
か
う
と
ナ
る
理
由
は
、

(
1
〉
前
に
も
少
し
く
燭

れ
た
る
如
く
、
此
の
業
者
の
水
準
を
小
賀
商
身
分
圏
館
構
成
員
の
水
準
と
別
個
に
考
へ
る
と
と
、

(
2
〉
此
の
世
界
だ
け
は
枇
合
政
策
上
、

之
を
人
口
流
動
の
一
時
的
プ

l
L
Y
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
と
と
、
等
に
存
ナ
る
。

翻
っ
て
、
卸
賀
商
の
許
可
制
を
見
る
も
、
本
項
開
陳
の
経
皆
統
制
強
化
の
理
由
の
み
よ
り
ナ
れ
ば
、
同
じ
く
共
の
導
入
が
要
請
さ
る
る

弐
第
セ
あ
る
が
、
他
に
、
〈
1
〉
卸
貢
商
が
目
下
或
る
種
の
配
給
段
階
整
理
案
を
前
に
し
て
不
確
定
な
る
地
位
に
あ
り
、
従
nJ
て
共
の
許
可

制
を
此
の
整
理
後
に
導
入
し
て
も
堰
く
は
な
い
と
言
ひ
得
る
と
と
、
(

2

)

特
殊
な
る
技
術
と
相
官
な
る
資
本
を
援
す
る
た
め
小
賀
商
ほ
ど

業
絞
不
確
立
の
弊
の
無
い
と
と
、
等
々
の
事
情
が
存
在
す
る
の
で
、
や
は
り
前
述
の
如
く
各
種
の
事
情
左
ね
ん
日
的
に
観
察
ず
る
と
い
ふ
行

き
方
を
と
る
と
き
、
担
ち
小
貫
尚
と
同
時
に
や
ら
な
く
て
も
よ
か
ら
う
と
い
ふ
結
論
が
出
て
来
る
次
第
で
あ
る
。
こ
と
に
或
る
種
の
配
給

段
階
整
理
案
と
は
、
単
純
商
品
部
門
の
卸
寅
商
括
動
を
、
小
賀
商
業
組
合
を
以
て
代
行
せ
し
め
ん
と
す
る
の
案
で
あ
る
。
此
の
問
題
は
配



給
統
制
乃
至
配
給
機
構
合
理
化
の
問
題
と
し
て
極
め
て
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
に
闘
す
る
論
述
左
試
み
る
と
と
は
、
本
稿
の
論
攻

主
b
ノ
枝
路
に
入
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
と
に
て
は
之
を
割
愛
す
る
と
と
と
す
る
。

次
に
、
今
一
度
本
項
の
初
め
に
還
へ
る
。
既
に
本
項
胃
頭
に
於
い
℃
糸
口
を
見
せ
て
置
き
た
る
如
く
、
今
や
人
的
・
物
的
資
源
の
日
浦

支
配
分
は
益
主
計
霊
的
な
ら
ん
と
し
づ
つ
あ
る
。
こ
と
に
謂
へ
る

H
揃
支
配
分
と
は
、
国
よ
り
地
理
的
な
る
配
分
を
意
味
す
る
と
と
勿
論

で
あ
る
が
、
ま
た
日
満
支
の
天
地
に
一
旦
り
て
の
、
要
念
・
不
A

誌
の
産
業
部
門
的
な
る
配
分
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
買
に
、
興
亜
計

霊
経
措
の
所
期
す
る
と
と
ろ
は
、

円
満
支
の
天
地
に
一
日
一
り
、

必
要
な
る
場
所
、
必
要
な
る
産
業
に
封
し
、
必
要
な
る
努
力
と
物
資
と
を
計

霊
的
に
配
分
し
、

日
満
支
経
棒
共
同
時
の
梼
成
分
子
と
し
て
の
各
地
産
業
・
各
種
産
業
の
、
最
高
給
付
能
力
の
護
揚
を
求
め
、
以
て
亜
細

亜
局
族
の
繁
栄
と
一
隅
融
を
招
来
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
。
此
の
計
霊
経
掛
の
内
容
を
叙
述
し
、
検
討
を
試
み
る
と
と
は
、
固
よ
り

本
稿
の
目
的
と
す
る
と
と
ろ
で
は
な
い
が
、
今
と
と
に
之
を
試
み
な
く
て
も
、
或
は
軍
需
産
業
部
門
・
轍
出
産
業
部
門
に
、
或
は
満
洲
産

業
計
査
、
北
支
開
護
計
書
に
、
即
ち
、
も
っ
と
端
的
に
言
へ
は
、
内
地
小
買
商
部
門
以
外
の
方
面
に
、
多
く
の
人
的
並
び
に
物
的
資
源
の

要
求
さ
れ
て
居
る
と
と
は
、
何
人
も
異
義
無
く
認
む
る
と
と
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

然
る
に
、
内
地
小
費
商
部
門
左
現
情
の
ま
ま
放
置
せ
ん
か
、
と
も
ナ
れ
ば
、
何
等
か
の
機
曾
に
よ
り
て
小
金
ね
を
掴
め
る
人
々
が
、
既

に
小
寅
商
部
門
が
人
的
に
も
物
的
に
も
飽
和
斌
態
に
在
る
を
知
ら
夕
、
同
部
門
の
経
営
が
も
は
や
知
識
経
験
無
く
し
て
は
行
ひ
易
か
ら
ざ

る
を
排
へ
や
、
な
ほ
此
の
部
門
に
流
入
ぜ
ん
と
ナ
る
虞
れ
が
十
分
に
あ
る
。
無
資
格
者
は
勿
論
、
有
資
格
者
と
雄
も
、
保
守
退
嬰
的
態
度

に
出
台
、
小
買
商
界
に
小
生
の
安
き
を
〈
事
貨
は
然
ら
ぎ
る
に
)
求
め
よ
う
と
す
る
虞
れ
が
十
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。
此
の
故
に
も
許
可

制
を
導
入
し
、
労
力
と
資
本
の
流
動
に
闘
す
る
計
量
経
捧
の
意
闘
を
、
十
分
に
一
般
に
明
示
す
る
と
と
が
勧
奨
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

小
宙
貝
肉
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

コ
一
一
五
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六

た
だ
此
の
割
、
之
を
個
人
営
業
収
盆
枕
・
府
廓
営
業
税
等
に
於
け
る
、
最
近
の
納
税
者
統
計
に
見
れ
ば
、
右
の
小
買
尚
部
門
ヘ
の
流
入

の
度
れ
が
斬
口
時
去
り
た
る
如
く
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
私
を
以
て
之
を
見
る
に
、
私
の
理
解
す
る
許
可
制
は
、
何
等
小
賀
商
に
積
極
的
な

る
特
権
を
賦
興
ず
る
も
の
に
あ
ら
や
、
何
等
小
費
商
の
廃
業
・
縛
業
を
妨
ぐ
る
も
の
に
あ
ら
ま
る
が
故
に
、
斯
か
る
統
計
的
事
買
の
存
在

が
敢
へ
て
許
可
制
導
入
を
積
極
的
に
担
否
す
る
と
と
に
は
な
ら
な
い
。
斯
か
る
事
一
貫
と
許
可
制
導
入
の
問
に
は
何
の
矛
貯
を
も
包
抜
し
な

い
。
換
ユ
一
一
目
す
れ
ば
、
許
可
制
導
入
の
故
に
右
の
統
計
的
事
貨
が
何
等
か
反
封
の
方
向
に
縛
換
し
て
行
く
と
い
ふ
様
な
と
と
は
考
へ
ら
れ
な

ぃ
。
否
、
斯
か
る
場
合
の
統
計
的
数
字
は
流
入
と
流
出
と
の
結
果
で
あ
る
が
故
に
、
之
に
流
入
の
制
約
左
試
む
る
こ
と
は
.
寧
ろ
却
っ
て

此
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
と
と
に
な
る
。
更
に
一
歩
進
み
て
言
へ
ば
、
私
に
於
い
て
は
斯
か
る
数
年
間
の
統
計
的
数
字
を
以
て
い
ま
議

か
に
前
段
の
民
れ
を
捕
拭
ず
る
能
は
十
、
否
寧
ろ
之
を
以
て
、
許
可
制
導
入
を
摩
擦
無
く
行
ひ
得
る
絶
好
機
舎
を
示
す
も
の
な
り
、

と
さ

ヘ
解
し
た
い
の
で
あ
る
。

叉
、
白
に
前
記
の
如
く
人
的
並
び
に
物
的
に
飽
和
欣
態
に
あ
る
小
費
商
界
ヘ
、
無
反
省
な
る
流
入
の
行
は
る
る
結
果
は
、
勝
が
て
数
年

の
後
の
同
界
よ
り
の
同
一
営
業
者
又
は
他
営
業
者
の
流
出
と
な
ら
ざ
る
わ
包
得
な
い
。
と
れ
を
東
京
府
調
在
の
一
例
に
見
る
も
、
昭
和
元
|

、

五
年
の
五
箇
年
聞
に
於
け
る
、
営
時
の
東
京
市
近
接
五
郡
の
小
費
問
庖
教
は
八
二
、
六
一

O
に
し
て
、
閉
府
教
は
四
一
、
二

O
四
と
な
っ
て

居
る
。
買
に
廃
業
庖
教
は
前
年
末
現
在
教
の
一
一
剖
六
七
分
に
上
り
、
同
年
開
業
府
教
の
五
割
に
達
し
て
居
る
始
末
で
あ
る
。
固
よ
り
鹿
業

者
の
中
に
は
成
功
し
て
引
退
ナ
る
者
、
更
に
他
業
へ
の
躍
進
梓
業
を
試
み
る
者
、
等
も
る
る
で
あ
ら
う
が
、
私
の
見
聞
せ
る
範
閏
に
て
は

未
だ
斯
か
る
事
例
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
。
大
部
分
は
苦
境
に
陥
い
り
、
失
敗
の
悲
運
に
合
し
て
退
く
者
で
あ
る
。
斯
か
る
際
、
人
は
或

は
失
敗
の
苦
杯
を
嘗
め
創
~
肢
を
受
け
な
が
ら
も
、
な
ほ
同
界
主
り
の
流
出
を
見
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
物
は
多
く
消
耗
し
査
さ
れ
、
乃
至



は
固
定
化
し
死
産
化
し
、
再
び
之
が
同
旧
作
よ
り
の
原
設
の
ま
ま
の
流
山
を
H
A
る
こ
と
は
完
束
な
い
ο

こ
こ
に
い
叫
…
計
選
無
統
制
に
よ
る
同
氏

経
槙
上
の
大
な
る
無
駄
が
あ
る
。
其
の
無
駄
の
存
在
の
判
り
な
が
ら
も
、
向
且
つ
日
出
流
入
の
現
吠
を
矢
口
認
せ
ん
と
す
る
と
と
は
、
資
源

の
愛
護
牟
重
を
唱
へ
、
無
駄
無
井
口
同
民
経
梼
の
運
行
を
庶
幾
ふ
者
の
賊
過
し
難
を
と
こ
ろ
で
あ
る

Q

斯
か
る
翻
賠
よ
り
も
亦
、
小
賀
商
界

に
封
ナ
る
許
可
制
の
導
入
が
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

七

小
貢
商
許
可
制
の
要
請
は
ま
た
泊
費
者
保
護
の
立
場
よ
り
も
護
せ
ら
れ
得
る

Q

泊
費
者
乃
至
一
般
公
衆
の
利
害
関
係
が
宝
脱
さ
れ
、
或

る
経
祷
組
織
乃
至
或
る
制
度
の
慣
値
判
断
が
、
期
か
る
も
の
を
標
準
と
し
て
潟
さ
る
る
こ
と
は
甚
だ
多
い
。
又
或
る
制
度
自
身
が
、
斯
か

る
標
準
を
或
る
事
項
判
断
の
た
め
に
指
定
す
る
と
と
も
少
な
く
な
い
。
近
く
に
例
を
と
れ
ば
、
既
に
述
べ
た
る
と
と
ろ
の
如
く
、

ナ
チ
ス

の
小
質
商
の
立
法
は
、
必
需
性
判
断
の
標
準
を
、
斯
か
る
泊
費
者
乃
至
一
般
公
衆
の
利
害
関
係

(
O
R
c
E
-
r
f
国
乙
自
習
)
に
と
ら
し
め

て
居
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
吐
合
構
成
の
全
員
が
、
ナ
ペ
て
例
外
無
く
消
費
者
ゼ
あ
る
か
ら
、
同
民
会
睦
枇
舎
を
、
消
費
一
色
の
照
明
の

裡
に
考
察
す
る
と
い
ふ
立
場
を
と
る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
夫
の
「
消
費
者
は
先
極
の
王
者
な
り
、
」

(
ペ
門
}
戸
市
内

φ
出口

g
ロ
2
2
H
Y巾

己
丘
四
出
色
。

r
fも
と
の
立
言
は
、
戦
時
統
制
軽
捷
の
時
代
に
於
い
て
も
、
ま
た
解
轄
に
よ
り
で
は
受
賞
す
る
も
の
と
な
る
。
た
だ
戟
時
に

於
い
て
は
、
此
の
消
費
者
が
戟
場
を
駈
け
め
ぐ
る
将
校
兵
卒
と
な
り
、
北
バ
の
治
安
物
が
弾
薬
糧
食
と
特
化
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
輪
出
品

の
場
合
は
外
閣
に
消
費
者
が
在
る
と
と
に
な
る
が
、
更
に
之
を
岡
民
経
槽
的
に
突
を
進
め
て
行
け
ば
、
輪
出
は
轍
入
佐
議
定
し
、
輸
入
口
問

の
消
費
を
藻
想
し
、
共
の
泊
費
者
が
戦
時
に
於
い
て
は
叉
結
局
将
校
兵
卒
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
問
内
民
需
品
・
平
和
用
口
聞
に
闘
し
、
右

小
一
貫
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
閲
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

七
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/¥、

の
立
言
が
受
賞
す
る
と
と
は
、
卒
戦
時
に
一
且
り
首
肯
さ
る
る
と
と
ろ
で
あ
ら
う
。
た
だ
此
の
場
合
の
消
費
者
は
、
戟
場
の
消
費
者
に
封
し

て
第
二
義
的
に
見
ら
れ
、
共
の
問
泊
費
者
聞
の
軽
重
の
差
を
生
十
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
興
へ
ら
れ
た
る
産
業
の
部
門
の
闘
す
る
限
り

に
於
い
て
は
、
泊
費
者
が
常
に
其
の
究
極
の
王
者
た
る
と
と
に
動
き
は
な
い
。

斯
く
の
如
き
性
質
の
泊
費
者
に
直
接
ナ
る
小
寅
商
の
責
務
は
生
易
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
警
へ
ば
朝
一
貝
を
王
者
に
取
弐
ぐ
侍
臣
の
そ

も
)
日
く
、

品
A
r
u
，
合
メ
ノ
ζ

、

生
産
物
を
消
費
者
に
取
次
ぐ
小
賀
商
の
職
責
は
重
且
つ
大
で
あ
る
。

然
る
に
小
買
商
凶
作
の
現
欣
は
如
何
。

止
ハ
の
聞
に
、
商

業
的
知
識
経
験
乏
し
く
、
給
付
能
力
の
劣
弱
な
る
者
が
甚
だ
少
な
く
な
い
。
其
の
結
果
、
民
に
必
要
な
る
物
資
が
、
之
を
買
に
必
要
と
ナ

る
泊
費
者
に
体
達
さ
れ
得
ざ
る
様
に
な
る
に
至
り
で
は
、
甚
だ
遺
憾
な
れ
y

と
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
更
に
素
質
の
劣
悪
な
る
が
活
め
、
同
業

者
に
封
し
不
正
競
争
を
敢
へ
て
し
、
消
費
者
に
封
し
不
正
の
品
質
・
数
量
を
、
不
正
な
る
債
格
に
て
供
給
す
る
に
至
り
て
は
、
も
は
や
之

を
看
過
ナ
る
と
と
が
出
来
な
い
。
之
に
相
官
の
薩
罰
を
加
ふ
る
と
共
に
、
之
を
小
買
配
給
捨
官
者
た
る
の
地
位
よ
り
迫
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
然
ら
ざ
る
に
於
い
て
は
、
消
費
者
の
利
益
は
侵
さ
れ
、
矯
め
に
岡
民
全
髄
枇
舎
の
昭
利
厚
生
は
蝕
ば
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
乃
ち
、
斯
く
の
如
台
遺
憾
な
る
小
貢
商
、
看
過
し
難
き
小
賀
商
品
乞
、
整
理
淘
汰
し
、
た
だ
或
る
標
準
以
上
の
、
商
業
的
知
識
経
験
と

人
格
的
信
頼
の
具
は
れ
る
者
の
み
を
ペ
泊
費
者
の
奉
仕
者
(
口
百
三
宮
〉
と
し
て
選
任
ナ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
乃
ち
、
消
費
者
保
護

の
立
場
よ
り
も
、
小
史
向
の
許
可
制
の
要
請
が
設
せ
ら
れ
侍
る
所
以
で
あ
る
。

八

最
後
に
、
小
買
雨
の
許
可
制
が
小
買
商
の
経
営
経
詩
的
立
場
よ
り
要
請
せ
ら
れ
る
と
と
に
つ
を
、
若
干
の
検
討
守
試
み
度
い
。
と
と
に



経
営
経
跨
と
は
、
綜
令
岡
民
経
捷
を
構
成
せ
る
個
別
的
な
る
私
経
時
的
な
る
経
営
経
掛
の
こ
と
守
あ
る
。
小
費
商
の
経
営
経
捧
に
於
い
て

は
勿
論
種
々
の
事
項
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
小
責
商
の
過
剰
(
百
ず
S
m
a
N
E
m
)
よ
り
生
や
る
取
扱
商
品
数
量
の
過
少
、

従
つ

て
結
呆
ず
る
間
接
費
剖
掛
額
の
増
加
、
之
に
併
行
し
て
生
や
る
同
業
者
間
の
織
烈
な
る
競
争
、
は
、
其
の
最
も
重
要
な
る
も
の
の
中
の
一

つ
で
あ
ら
う
。
小
賓
商
の
過
剰
に
闘
す
る
皆
、
際
的
調
主
は
既
に
各
方
面
に
於
い
て
試
み
ら
れ
て
居
る
が
、
昭
和
五
年
の
東
京
市
の
一
調
査

に
見
る
も
、
白
米
部
門
、
生
鮮
食
料
品
部
門
、
酒
・
清
涼
飲
料
部
門
、
味
噌
・
醤
油
・
調
味
料
部
門
、
菓
子
部
門
、
乾
物
・
鰹
詰
・
砂
糖
部
門
、

燃
料
部
門
、
雑
貨
・
小
間
物
・
洋
品
部
門
、
莫
大
小
・
槻
衣
・
足
袋
部
門
、
央
服
・
絹
織
物
・
袴
部
門
等
に
あ
り
で
は
、
何
れ
も
其
の
二
割
以
上

が、

A
T
径
五
町
以
内
に
於
い
て
十
六
庇
以
上
の
過
剰
に
苦
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
は
何
れ
も
二
割
以
上
で
あ
る
が
、
特
に
白
米
部
門
で

は
一
二
割
五
分
、
酒
・
清
涼
飲
料
部
門
マ
は
四
割
一
分
が
、

此
の
率
の
過
剰
に
苦
ん
で
居
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
小
費
商
の
過
剰
に
基
く
、

右
の
如
き
困
難
土
h
y
時
着
す
る
と
と
ろ
は
、
必
克
、
経
営
の
危
殆
化
マ
あ
り
、
持
業
で
あ
り
、
破
産
で
あ
る
。
そ
れ
が
閤
民
全
鰭
駐
舎
に

如
何
な
る
影
響
を
奥
ふ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
既
に
他
の
開
聯
に
於
い
て
述
べ
た
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
経
営
者
自
位
に
と
り
で
此
の
事

は
買
に
死
活
の
問
題
で
あ
る
。
乃
ち
、
首
業
者
側
よ
り
、
営
業
者
の
救
掛
・
保
護
の
手
段
と
し
て
(
場
担
畑
)
、
主
と
し
て
過
剰
排
除
、
数
制

限
の
立
場
よ
り
、
許
可
制
の
要
望
請
願
さ
る
る
所
以
で
あ
る
。

さ
て
、
過
剰
の
問
題
を
検
討
ナ
る
に
方
り
、
私
等
の
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
小
買
配
給
捨
首
の
有
資
格
者
即
ち
一
定
水
準
以
上
の
能

カ
人
格
具
備
者
の
み
に
つ
き
て
見
て
向
且
つ
春
在
ず
る
過
剰
と
、
無
資
格
者
即
ち
一
定
水
準
に
達
合
ざ
る
能
力
人
格
具
備
者
の
介
在
ぜ
る

が
震
に
存
在
す
る
過
剰
、
と
を
哉
然
匝
別
す
る
と
と
之
で
あ
る
。
以
下
此
の
医
別
を
脳
裡
に
堅
持
し
て
考
察
を
進
め
る
と
と
と
し

4

ょ
う
。

抑
も
、
営
業
者
が
同
業
者
の
過
多
な
る
事
情
に
照
し
、
取
扱
商
品
の
過
少
を
嘆
じ
、
経
営
採
算

ω立
て
難
き
を
説
く
黙
は
一
躍
理
解
さ
れ

小
賀
商
許
可
制
の
要
請
に
閲
す
る
基
本
的
理
論

(
深
見
)

ゴL
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一二二

O

る
。
殊
に
事
援
の
進
展
に
伴
ひ
、
内
民
需
闘
係
物
資
の
統
制
に
よ
り
、
取
扱
品
の
種
目
・
数
量
の
益
よ
過
少
な
ら
ん
と
す
る
と
き
、
此
の

窮
蹴
を
訴
ふ
る
の
念
な
る
は
理
解
し
得
ら
る
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
た
だ
私
は
、
斯
か
る
事
情
に
基
く
許
可
制
の
要
望
が
、
如
何
に
し
て
も

一
度
は
、
本
稿
第
五
項
玩
述
U
小
買
商
維
持
政
策
及
び
保
護
政
策
検
討
の
理
論
の
櫨
過
を
経
べ
き
も
の
な
る
と
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ

る
。
第
五
項
既
述
の
理
論
に
抵
摘
せ
古
る
限
り
に
於
い
て
、
官
業
者
の
要
望
は
岡
策
と
し
て
採
用
さ
る
る
可
能
性
を
有
。
。
止
り
端
的
に

言
へ
ば
、

一
は
主
張
者
が
有
用
者
有
資
格
者
な
る
と
と
、

一
は
担
否
さ
る
る
者
が
無
資
格
者
な
る
と
と
、
を
保
件
と
す
る
限
り
に
於
い

て
、
其
の
要
望
は
容
れ
ら
る
る
可
能
性
を
有
。
。
第
五
項
の
論
述
を
再
び
と
と
に
繰
返
す
と
と
は
蛇
足
を
渇
く
る
と
と
で
あ
る
が
、
共
の

要
旨
の
光
を
本
項
問
題
に
投
げ
掛
け
る
と
き
は
、
畢
党
、
岡
策
と
し
て
小
費
配
給
捨
官
者
の
認
定
が
怠
さ
る
る
と
き
は
、
此
の
任
を
全
う

ず
べ
き
者
と
し
て
の
、

一
定
水
準
以
上
の
知
識
経
験
・
人
格
的
信
頼
を
具
備
せ
る
者
が
要
せ
ら
る
る
と
と
と
な
る
。
斯
か
る
有
資
格
者
を

得
、
不
趨
格
者
に
封
し
斯
か
る
趨
格
者
を
保
持
す
る
た
め
に
許
可
制
が
採
用
さ
れ
、
之
に
関
聯
し
て
不
遁
格
者
に
因
る
過
剰
が
排
除
さ
る

る
可
能
性
が
生
や
る
と
と
と
な
る

Q

小
買
配
給
捨
営
者
の
適
格
者
た
る
と
と
を
保
件
と
し
て
、
初
め
て
共
の
維
持
の
手
段
、
従
っ
て
、
無

資
格
者
に
因
る
過
剰
の
防
止
の
可
能
性
が
出
て
来
る
の
勺
は
な
い
か
。
然
り
、
私
は
此
の
場
合
、
敢
へ
て
無
資
格
者
の
介
在
に
よ
る
過
剰

の
み
を
問
題
と
し
、
有
資
格
者
に
因
る
過
剰
を
問
題
と
し
な
い
。
蓋
し
、
敢
へ
て
す
べ
て
が
有
資
格
者
た
る
場
合
の
過
剰
を
考
察
す
る
と

ず
れ
ほ
、
私
等
は
直
ち
に
弐
の
様
な
事
買
に
直
面
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
に
事
買
の
問
題
と
し
て
、
既
に
第
二
項
に
で
慣
れ
た

る
如
く
、
斯
か
る
者
の
過
剰
の
買
際
的
判
定
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
第
二
に
政
策
の
問
題
と
し
て
、
掛
か
る
有
資
格
者
の
数
制
限
に
。

き
て
は
、
そ
れ
が
飽
く
ま
で
開
策
的
見
地
よ
り
詩
さ
る
べ
き
も
の
な
る
が
故
に
、
時
に
人
口
の
流
動
・
蓄
積
・
配
分
等
、
何
等
か
よ
り
大

い
な
る
岡
策
的
見
地
よ
り
、
過
剰
ま
た
止
む
な
し
と
さ
る
る
と
と
も
、
十
分
考
へ
得
ら
る
る
か
ら
ゼ
あ
る
。



向
ほ
此
の
機
舎
に
於
い
て
、
明
さ
か
私
の
立
場
を
問
明
す
る
と
と
を
許
さ
れ
度
い
。
上
来
の
私
見
開
陳
に
よ
り
読
者
の
既
に
察
知
せ
ら

れ
た
る
如
く
、
私
は
許
可
制
に
於
け
る
資
格
主
義
の
立
場
は
飽
く
ま
勺
止
を
譲
ら
や
、
数
制
限
の
方
は
敢
へ
て
之
を
同
執
せ
ざ
る
も
の
で

あ
る
。
一
君
主
私
に
於
い
て
は
、
小
責
商
の
許
可
制
と
小
責
商
の
数
制
限
と
の
聞
に
、
何
等
か
の
本
質
的
な
る
閥
係
左
見
出
す
と
と
は
出
来

難
い
の
寸
あ
る
。
小
貫
商
の
許
可
制
は
本
質
的
に
能
力
的
人
格
的
資
格
の
こ
と
を
式
々
し
、
教
の
と
と
は
小
頁
商
界
、
否
園
民
全
館
一
杭
命
百

の
人
口
配
分
を
考
慮
し
、
随
引
い
て
多
く
随
ひ
て
少
な
く
し
て
行
く
と
と
ろ
の
最
高
政
治
的
運
用
に
一
任
す
れ
ば
内
よ
ろ
し
い
と
忠
ふ
。
た
だ

能
力
的
人
格
的
一
定
水
準
が
設
け
ら
る
る
が
故
に
、
此
の
水
準
以
下
の
者
は
飽
く
ま
で
担
否
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ
し
て
此
の
事
の
閥

す
る
限
り
に
於
い
て
、
数
の
制
限
を
且
る
の
で
あ
る
。
又
賀
際
上
相
官
制
限
せ
ら
れ
る
と
と
に
も
な
る
可
能
性
が
見
え
る
。
そ
し
て
又
此

の
可
能
性
考
慮
の
上
に
て
数
制
限
論
者
の
許
可
制
要
請
も
行
は
れ
て
居
る
様
で
あ
る

Q

が
然
し
之
は
ど
と
ま
ゼ
も
無
資
格
者
に
闘
し
て
の

と
と
で
あ
る
。
右
の
水
準
以
上
の
有
資
格
者
の
志
願
者
が
多
く
な
る
と
き
に
は
、
運
用
に
よ
り
七
は
却
っ
て
其
の
教
を
増
ナ
と
と
と
も
な

る
。
さ
れ
ば
、
私
り
所
謂
能
力
人
格
主
義
に
立
。
小
買
商
許
可
制
の
導
入
に
於
い
て
、
直
ち
に
敬
一
制
限
の
殻
果
を
之
に
期
待
ナ
る
と
と
は

早
計
で
あ
り
、
ま
た
之
左
数
制
限
策
な
り
と
速
断
し
、
之
に
反
封
論
を
投
げ
掛
く
る
と
と
は
宮
ら
な
い
の
で
あ
る

Q

市
か
も
此
の
事
情
な

排
へ
や
、
資
格
制
限
の
許
可
制
す
ら
、
人
口
の
流
動
・
蓄
積
・
配
分
の
上
に
妨
げ
あ
り
と
論
や
る
者
あ
り
と
す
れ
ば
、
此
の
論
者
は
制
度

の
運
用
て
ふ
と
と
を
知
ら
ぎ
る
も
の
な
り
と
の
誹
り
左
兎
れ
な
い
ゼ
あ
ら
う
。
若
し
そ
れ
資
格
制
限
の
許
可
制
が
、
向
且
つ
無
資
格
者
の

数
制
限
を
賞
ら
ず
が
故
に
、
そ
れ
故
に
人
口
の
流
動
・
蓄
積
・
配
分
上
不
都
合
あ
一
り
と
論
や
る
者
あ
り
と
す
れ
ば
、
私
は
唯
唖
然
た
る
の

み
で
あ
る
が
、

一
躍
私
は
斯
か
る
論
者
に
封
ず
る
答
へ
並
び
に
要
請
と
し
て
第
一
項
の
記
述
左
提
出
し
た
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
に
も
不
拘
、

論
者
が
小
貫
配
給
捨
官
者
。
任
務
を
認
め
や
ノ
、
そ
の
枇
舎
の
ハ
キ
グ
メ
た
る
べ
き
と
と
を
要
請
し
、
之
に
資
格
制
限
ナ
ら
認
む
る
と
と
を

小
一
貫
向
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
慕
本
的
理
論

〔
深
見
)
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蒔
賭
す
る
に
至
り
て
は
我
ま
た
何
を
か
一
吉
は
ん
や
で
る
る
。
過
剰
人
口
の
プ

l
y
に
も
良
か
ら
う
。
然
し
斯
か
る
場
合
の
人
々
は
飽
く
ま

で
有
資
格
者
同
」
あ
っ
て
欲
し
い
。
私
は
有
資
格
者
の
過
剰
は
時
に
よ
っ
て
容
認
す
る
。
否
、
容
認
す
る
と
と
が
人
口
政
策
上
ば
か
り
で
な

く
、
小
買
界
の
振
興
策
の
上
に
も
必
要
な
る
と
と
の
あ
る
と
と
を
認
む
る
も
の
で
あ
る
。
要
言
ナ
れ
ば
、

一
定
有
資
格
者
の
闘
す
る
限
り

に
於
い
て
、
許
可
制
の
導
入
が
人
口
政
策
上
妨
げ
る
り
と
な
ず
は
、
許
可
制
運
用
を
誤
解
せ
る
も
D
で
あ
る
。
無
資
格
者
の
闘
す
る
限
り

に
於
い
て
、
許
可
制
は
或
る
種
の
人
口
政
策
に
妨
げ
あ
る
も
、
寧
ろ
此
の
妨
げ
あ
ら
し
め
る
と
と
が
許
可
制
の
意
闘
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

一
部
白
人
口
論
者
が
小
貫
商
界
を
認
識
せ
歩
、
斯
か
る
無
資
格
者
の
自
由
流
入
を
も
向
ほ
強
要
す
る
に
於
い
て
は
、
私
と
一
致
す
る
齢
地

は
も
は
や
鷲
見
せ
ら
れ
な
い
。
私
に
於
い
て
小
買
商
身
分
圏
髄
確
立
を
温
止
す
る
如
き
何
等
か
の
政
策
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
但
し
、
私
に

於
い
て
、
行
商
界
・
露
庖
商
界
へ
の
流
入
を
担
否
ナ
る
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
は
第
六
項
記
述
の
如
く
で
あ
る
。

え

私
の
見
る
と
と
ろ
ゼ
は
、
小
買
商
許
可
制
の
導
入
に
闘
す
る
、
官
民
雨
回
介
、
同
学
界
評
論
界
の
態
度
は
概
ね
積
極
的
で
あ
る
様
で
あ
る
。

た
だ
然
し
、
何
分
問
題
が
大
き
く
波
及
す
る
と
と
ろ
が
大
で
あ
る
の
で
、
，
各
方
面
へ
の
影
響
の
顧
慮
の
あ
る
と
き
、
共
の
見
極
め
の
容
易

な
ら
ざ
る
に
於
い
て
、
消
極
的
態
度
に
出
づ
る
向
も
無
し
と
し
な
い
。
も
は
や
私
に
興
へ
ら
れ
た
る
紙
数
は
査
を
ん
と
し
て
居
る
が
、
私

は
以
下
斯
か
る
消
極
的
態
度
の
よ
っ
て
来
る
と
と
ろ
に
つ
き
、
若
干
の
考
察
を
試
み
て
見
た
い
。

第
一
の
消
極
的
態
度
は
人
口
問
題
の
考
慮
よ
り
穫
す
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
前
項
後
段
に
℃
既
に
取
扱
ひ
た
る
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
小

買
商
図
作
が
従
来
景
気
鐙
動
等
に
基
く
過
剰
人
口
調
節
の
プ

I
Y
C
機
能
を
果
し
た
る
に
鑑
み
、
許
可
制
に
よ
る
そ
の
機
能
喪
失
を
慮
る
に



出
づ
る
も
の
で
る
る
。
然
る
に
小
賀
商
凶
介
が
従
来
過
剰
人
口
の
プ

I
Y
た
る
機
能
左
果
し
た
り
と
見
る
の
が
そ
も
そ
も
の
誤
謬
守
は
あ
る

ま
い
か
。
第
六
項
最
初
和
文
段
の
記
述
が
之
を
詮
明
し
て
居
る
。
叉
前
項
記
述
の
如
く
、
私
等
の
考
へ
て
居
る
許
可
制
に
於
い
て
は
、
有
資

格
者
の
闘
す
る
限
り
に
於
い
て
は
其
の
流
動
の
決
定
を
一
に
最
高
政
治
的
運
用
に
委
せ
て
居
る
か
ら
、
敢
へ
て
之
を
担
否
す
る
も
の
で
な

く
、
問
題
は
結
局
無
資
格
者
の
流
入
担
否
の
と
と
と
な
る
が
、
之
と
て
も
有
し
く
も
小
貫
配
給
界
の
現
情
が
直
視
さ
れ
、
そ
の
整
備
向
上

が
念
願
さ
る
る
限
り
、
此
の
流
入
担
否
に
難
色
の
示
さ
る
る
と
と
は
工
も
や
有
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。
出
ん
や
行
商
界
・
露
庖
商
界
へ
の

流
入
容
認
が
鴬
さ
る
る
限
h
y
、
共
の
担
否
の
敢
へ
て
全
面
的
な
ら
ざ
る
に
於
い
て
公
や
。
否
、
寧
ろ
第
六
項
記
述
の
如
く
、
興
亜
計
壷
経

陳
先
途
の
た
め
に
は
、
有
資
格
者
の
闘
す
る
部
面
に
於
い
て
、
許
可
制
を
基
礎
と
し
て
、
大
所
高
所
よ
り
の
人
口
の
流
動
・
蓄
積
・
配
分

を
調
整
指
導
ナ
ペ
去
、
積
極
的
方
策
に
出
づ
べ
き
で
は
る
る
ま
い
か
。

第
二
の
泊
極
的
態
度
は
消
費
者
利
益
の
考
慮
よ
り
査
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
第
七
項
に
於
い
て
、
泊
費
者
擁
護
の
上
よ
り
も
、
小
貫

商
許
可
制
に
開
し
積
極
的
結
論
に
達
し
得
べ
を
考
ヘ
方
を
開
陳
し
た
が
、
同
じ
き
消
費
者
擁
護
の
上
よ
り
、
消
極
的
態
度
に
至
る
べ
き
考

ヘ
方
も
一
廉
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
、
許
可
制
は
小
賀
商
教
を
制
限
し
、
競
争
を
緩
和
ナ
る
。
従
ヲ
て
債
格
は
引
上
げ
ら
れ
、
サ

l
ヴ
ィ
ス

は
低
下
す
る
。
許
可
制
は
消
費
者
大
衆
の
犠
牲
に
於
い
て
小
買
商
を
不
官
に
擁
護
す
る
も
の
な
り
と
の
考
ヘ
方
が
一
臆
考
ヘ
ら
れ
る
。
然

し
な
が
ら
屡
越
の
如
く
、
私
等
の
意
闘
す
る
許
可
制
は
無
責
格
者
を
制
限
せ
ん
と
す
る
も
、
有
資
格
者
を
無
下
に
制
限
せ
ん
と
ナ
る
も
の

で
は
な
い
。
小
寅
商
界
、
否
岡
島
経
構
図
作
の
貫
情
に
鑑
み
て
、
趨
度
に
許
可
さ
れ
る
有
資
格
者
数
は
、
遁
度
の
競
争
を
維
持
ナ
る
と
と
に

な
る
。
無
資
格
者
の
氾
濫
に
よ
り
醸
し
出
だ
さ
れ
る
、
泊
費
者
に
有
害
な
る
如
き
不
正
競
争
は
之
を
排
し
、
有
資
格
者
の
適
量
に
よ
る
遁

度
の
競
争
を
の
み
維
持
ぜ
ん
と
す
る
。
サ

1
グ
ィ
ス
の
劣
悪
な
る
小
買
商
擁
護
の
意
園
は
毛
頭
無
い
。
品
ん
や
不
正
の
品
質
・
数
量
を
、

小
東
南
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
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問

不
正
な
る
債
格
に
て
泊
費
者
に
供
給
す
る
如
き
小
買
商
を
看
過
せ
ん
と
す
る
の
で
は
な
い
。
許
可
制
は
之
等
を
看
過
せ
ざ
ら
ん
が
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
斯
か
る
徒
輩
は
そ
れ
自
睦
無
責
格
者
た
る
も
の
で
あ
り
、
許
可
は
取
治
さ
れ
、
小
責
配
給
捨
嘗
者
た
る
の
地
位
を
迫
は
る

る
の
み
で
あ
る
。
叉
日
く
、
許
可
制
の
貰
施
は
既
存
の
小
賓
商
に
何
等
か
営
業
躍
の
如
き
も
の
を
認
興
ず
る
と
と
に
な
り
、
譲
渡
の
際
に

於
け
る
其
の
評
慣
は
結
局
譲
受
人
の
原
債
と
な
り
、
持
じ
て
そ
れ
は
消
費
者
に
嫁
せ
ら
る
る
に
至
る
で
あ
ら
う
と
。
然
し
な
が
ら
、
私
等

の
意
同
す
る
許
可
制
は
、
何
等
の
掛
か
る
樺
利
を
認
興
ず
る
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
又
何
等
の
掛
か
る
も
の
の
譲
渡
左
認
め
る
も
の
で
な

ぃ
。
許
可
は
営
業
の
土
地
建
物
に
興
へ
ら
れ
や
に
人
に
興
へ
ら
れ
る
。
許
可
さ
れ
た
る
人
を
有
た
ざ
る
土
地
建
物
は
、
小
買
商
の
闘
す
る

限
り
に
於
い
て
は
全
く
無
意
義
ゼ
あ
る
。
た
だ
許
可
さ
れ
た
る
人
が
既
存
の
土
地
建
物
を
或
は
買
求
め
或
は
賃
借
す
る
で
あ
ら
う
が
、
北
パ

の
場
合
の
評
慣
は
、
許
可
を
離
れ
て
の
土
地
建
物
白
煙
の
営
業
牧
盆
牲
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
何
等
許
可
制
に
よ
る
そ
の
土
地
建
物
附
随

の
営
業
構
の
如
き
も
の
の
考
慮
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。

第
三
一
の
消
極
的
態
度
は
庖
員
将
来
の
顧
慮
よ
り
費
ず
る
も
の
で
あ
る
。
商
底
員
と
し
て
勤
務
す
る
も
の
の
多
く
は
、
斯
業
に
関
す
る
経

験
と
知
識
と
を
修
得
し
、
他
日
の
濁
立
開
応
を
希
求
す
る
も
O
で
あ
る
。
許
可
制
の
宜
施
は
彼
等
の
前
迭
に
一
つ
の
堰
左
作
る
と
と
で
あ

h
y
、
其
の
将
来
に
保
障
を
興
へ
ぎ
る
と
と
に
な
る
。
現
在
庖
員
は
不
安
を
感
じ
、
新
ら
し
を
志
望
者
は
来
ら
や
、
経
営
者
側
は
魚
め
に
庖

員
難
に
も
陥
い
る
で
あ
ら
う
、
と
い
ふ
の
が
此
の
態
度
の
よ
っ
て
来
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
私
等
の
意
固
ず
る
許
可
制
は
、

緯
説
の
如
く
、
敢
ヘ
て
有
資
格
者
な
全
部
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
許
可
を
認
興
ず
る
や
否
や
の
決
定
的
要
素
は
、

た
だ
有
資
格
者
な

り
や
無
資
格
者
な
り
や
の
み
で
あ
る
。
底
員
が
幾
年
か
努
力
し
て
経
験
知
識
を
修
得
せ
る
と
き
は
、
彼
等
は
己
に
立
沃
な
る
有
資
格
者
と

な
勺
て
居
る
筈
で
あ
る
。
此
の
資
格
を
件
ん
と
ず
る
の
努
力
は
.
ま
た
経
営
者
に
も
同
民
全
館
枇
命
H

に
も
、
良
き
殻
果
を
も
た
ら
す
。
し



か
も
許
可
制
に
よ
り
、
素
人
の
知
識
経
験
無
き
無
資
格
者
が
担
否
せ
ら
れ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
彼
等
有
資
格
者
の
許
可
、
開
底
、
開
庖
後

の
営
業
は
有
利
に
な
る

Q

た
だ
一
つ
有
資
格
者
な
る
に
不
拘
許
可
無
き
場
令
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
模
説
ぜ
る
と
と
ろ
O
如
く
、
岡

策
の
大
所
高
所
よ
り
決
せ
ら
れ
る
と
と
に
て
、
寧
ろ
制
度
の
運
用
に
開
ず
る
と
と
ゼ
あ
り
、
許
可
制
そ
の
も
の
の
震
い
寸
は
な
い
の
マ
あ

る
。
而
か
も
、
許
可
制
の
運
用
に
つ
き
魚
政
者
が
、
商
民
員
出
身
の
有
資
絡
者
の
許
可
に
相
官
の
考
慮
を
加
ふ
る
の
用
意
さ
へ
あ
れ
ば
、

斯
か
る
問
題
と
離
も
自
ら
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
否
、
と
と
ま
で
来
れ
ば
商
庖
員
に
は
そ
れ
が
積
極
的
に
有
利
に
な
り
、
彼
等
の
前
詮

に
光
明
が
阻
(
へ
ら
れ
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
の
消
極
的
態
度
は
導
入
時
機
の
考
慮
よ
り
護
ナ
る
も
の
で
る
る
、
即
ち
、
許
可
制
要
請
の
理
論
は
一
臆
理
解
し
た
り
ノ
と
ず
る
も
、

な
ほ
現
在
が
該
制
度
導
入
の
時
機
な
り
と
ナ
る
考
へ
に
封
し
で
は
果
し
て
考
慮
の
飴
地
無
き
ゃ
。
現
在
小
買
商
教
は
猶
ほ
過
多
で
あ
る
か

も
知
れ
ね
が
、
決
し
て
増
加
の
道
を
辿
り
つ
つ
あ
り
と
は
言
ひ
難
い
。
否
、
減
少
の
詮
を
辿
り
、
謂
は
ぽ
整
理
時
代
を
現
出
し
て
居
る
の

で
あ
る
。
掛
か
る
時
機
に
許
可
制
を
導
入
す
る
と
と
は
、
現
在
の
傾
向
を
泣
止
し
、
且
つ
将
来
の
配
給
機
構
の
整
理
等
何
等
か
の
積
極
的

整
理
を
妨
害
す
る
所
以
ゼ
は
な
い
か
、

と
い
ふ
省
察
が
加
へ
ら
れ
る
と
と
は
一
腹
背
か
れ
る
。
然
し
な
が
ら
、
第
六
項
第
八
文
段
に
於
い

て
玩
に
論
述
せ
る
と
と
ろ
の
如
く
、
私
等
の
意
固
ナ
る
許
可
制
は
、
小
買
商
に
車
に
小
責
配
給
捨
賞
者
た
る
法
律
的
資
格
を
認
興
す
る
の

み
に
し
て
、
何
等
か
積
極
的
な
る
特
構
を
賦
興
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
同
家
が
何
等
か
の
義
務
を
負
携
す
る
が
如
き
、
小

買
商
生
存
特
催
、
小
買
商
営
業
特
催
、
小
買
物
資
受
給
樺
等
を
賦
血
(
ナ
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
許
可
は
小
賀
商
の
鹿
業
・
縛
業
を
何

等
温
止
す
る
も
の
で
な
く
、
整
理
に
逆
行
す
る
も
の
で
な
い
。
否
、
該
制
度
が
流
入
の
上
に
何
等
か
の
泣
止
的
殻
果
左
濁
ら
す
も
の
と
す

れ
ば
、
整
理
の
傾
向
は
促
進
さ
る
る
の
み
で
あ
る
。
更
に
斯
か
る
整
理
時
代
と
そ
、
許
可
制
導
入
左
最
も
摩
擦
無
く
行
ひ
得
る
好
機
な
り

小
責
商
許
可
制
の
要
請
に
闘
す
る
基
本
的
理
論
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と
も
い
ふ
と
と
が
出
来
る
。
侃
ん
や
、
興
亜
計
壷
経
掛
完
逢
の
た
め
の
、
統
制
強
化
の
必
妥
と
い
ふ
と
と
が
、
他
国
に
於
い
て
、
小
寅
肉

の
許
可
制
そ
喫
緊
事
と
し
て
積
極
的
に
要
請
し
て
居
る
に
於
い
て
、
導
入
時
機
へ
の
消
極
的
考
慮
は
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
ゼ
あ
る
。

O 

要
之
、
小
賀
商
身
分
圏
躍
の
確
立
希
願
を
根
帯
と
し
、
閤
瞳
構
成
の
有
資
格
者
を
観
念
し
、
其
の
計
書
経
静
的
統
制
を
強
化
し
、
併
せ

て
泊
費
者
・
営
業
者
の
保
護
・
維
持
を
賞
ら
さ
ん
と
の
要
請
が
集
積
凝
令
し
て
、
と
と
に
小
賀
商
許
可
制
へ
の
積
極
的
態
度
が
生
れ
来
る

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
其
の
問
要
請
の
穫
す
る
と
と
ろ
を
具
に
ナ
る
に
つ
れ
、
許
可
制
の
内
容
に
意
固
さ
る
る
と
こ
ろ
は
自
ら
具
る
べ
き

で
あ
る
が
、
し
か
も
狛
ほ
一
服
共
通
意
圃
の
存
す
る
を
看
取
す
る
と
と
が
出
来
る
。
私
は
上
来
の
論
速
に
よ
り
、
北
パ
の
最
も
大
い
な
る
も

の
が
資
格
制
限
に
あ
る
と
と
を
略
土
問
明
し
た
り
と
信
や
る
も
の
で
あ
る
。
資
格
制
限
の
意
固
さ
る
る
限
り
に
於
い
て
は
、
と
こ
に
掲
げ

た
る
異
れ
る
立
場
よ
り
護
せ
ら
れ
る
要
請
す
べ
て
に
共
通
で
あ
る
。
閏
よ
り
要
請
護
鮪
の
具
る
に
つ
け
、
制
度
立
案
の
細
部
に
至
り
て
は

衝
突
す
る
と
と
ろ
あ
る
を
免
れ
な
い
が
、
私
は
斯
か
る
揚
令
の
取
拾
譲
歩
の
順
位
は
、
本
項
冒
頭
に
掲
げ
た
る
要
請
の
順
に
よ
る
べ
き
と

と
を
提
案
す
る
。
順
位
を
訣
り
て
其
の
根
を
韓
て
其
の
枝
に
濯
ぐ
の
弊
に
陥
ひ
ら
ざ
ら
む
こ
と
を
希
求
す
る
。
脳
裡
に
堅
持
し
た
き
希
願

は
飽
く
ま
で
小
賀
商
身
分
間
躍
の
確
立
で
あ
り
、
そ
れ
は
散
の
問
題
で
な
く
質
の
問
題
で
あ
る
。
此
の
希
願
を
技
却
ナ
る
他
の
要
請
、
此

の
希
願
に
背
反
す
る
制
度
立
案
に
は
、
遺
憾
な
が
ら
賛
意
左
表
し
難
い
。
小
買
商
身
分
圏
控
確
立
の
方
向
に
沿
ひ
て
計
華
経
揖
的
統
制
強

北
は
可
能
で
あ
り
、
他
面
雨
者
の
方
策
は
互
ひ
に
因
た
り
果
た
る
開
係
に
あ
る
。
小
買
商
身
分
間
鰹
確
立
の
方
向
に
沿
引
い
て
消
費
者
・
営

業
者
の
保
護
・
維
持
も
有
意
義
に
行
ひ
得
ら
れ
る
。
営
業
者
の
維
持
も
振
興
も
其
の
有
資
格
者
た
る
と
と
を
前
提
と
す
る
。
問
題
は
無
資



格
者
に
残
る
が
、
之
に
封
し
小
費
商
界
は
一
一
雁
行
商
・
露
庖
商
部
門
左
開
放
す
る
。
但
し
、
小
賀
商
全
部
門
を
之
に
開
放
し
、
有
資
格
者

小
買
商
の
犠
牲
に
於
い
て
、
否
、
泊
費
者
、
金
時
計
壷
経
捧
祉
舎
の
犠
牲
に
於
い
て
、
之
を
支
持
救
護
す
べ
し
と
な
す
枇
曾
政
策
に
は
同

意
し
難
い
。
更
に
ま
た
斯
か
る
無
資
格
者
の
混
入
欣
態
認
容
を
前
提
と
じ
て
論
ぜ
ら
る
べ
き
小
買
商
政
策
も
と
り
上
げ
難
い
。
無
資
格
者
、

弱
睦
過
剰
人
口
の
流
動
指
導
・
授
職
・
給
興
等
は
、
小
買
商
部
門
を
離
れ
て
、
度
く
全
臨
粧
祷
部
門
乃
至
全
館
吐
合
の
立
場
よ
り
、
一
枇
舎

厚
生
政
策
の
課
題
と
し
て
考
察
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
(
一
九
一
一
一
九
・
一

0
・
一
五
稿
)
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